
資 料 ４  
○ 農 林 水 産 省 令 第    号  

家 畜 伝 染 病 予 防 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 六 十 六 号 ） 第 十 二 条 第 一 項 、 第 十 二 条 の 三 第 一 項 、 第 十 二 条 の

四 第 一 項 、 第 三 十 六 条 第 一 項 第 一 号 、 第 三 十 七 条 第 一 項 、 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 、 第 四 十 六 条 の 二 十 二 第 一

号 及 び 第 五 十 条 の 規 定 に 基 づ き 、 並 び に 同 法 を 実 施 す る た め 、 家 畜 伝 染 病 予 防 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和   年  月    日  

農 林 水 産 大 臣  小 泉 進 次 郎   

家 畜 伝 染 病 予 防 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 

家 畜 伝 染 病 予 防 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 六 年 農 林 省 令 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が あ る も の は 、 こ れ を 当 該 傍 線 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規

定 の 傍 線 部 分 で こ れ に 対 応 す る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲

げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 
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改 正 後  改 正 前  
  

 （ 指 定 家 畜 集 合 施 設 ）  

第 十 八 条 法 第 十 二 条 第 一 項 の 農 林 水 産 大 臣 の 指 定 す る 催 物 は 、 次 の

と お り と す る 。  

一 （ 略 ） 

二 （ 略 ） 

三 都 道 府 県 の 区 域 （ 北 海 道 に あ つ て は 、 支 庁 の 区 域 ） を 超 え る 区

域 か ら 牛 、 水 牛 、 鹿 、 馬 、 め ん 羊 、 山 羊 、 豚 、 い の し し 、 鶏 、 あ

ひ る 、 う ず ら 、 き じ 、 エ ミ ュ ー 、 だ ち よ う 、 ほ ろ ほ ろ 鳥 又 は 七 面

鳥 を 集 合 さ せ る 共 進 会 、 博 覧 会 そ の 他 こ れ ら の 家 畜 又 は そ の 能 力

等 を 展 示 す る た め に す る 催 物 

（ 指 定 家 畜 集 合 施 設 ） 

第 十 八 条 法 第 十 二 条 第 一 項 の 農 林 水 産 大 臣 の 指 定 す る 催 物 は 、 次 の

と お り と す る 。 

一 （ 略 ） 

二 （ 略 ） 

三 都 道 府 県 の 区 域 （ 北 海 道 に あ つ て は 、 支 庁 の 区 域 ） を 超 え る 区

域 か ら 牛 、 水 牛 、 鹿 、 馬 、 め ん 羊 、 山 羊 、 豚 、 い の し し 、 鶏 、 あ

ひ る 、 う ず ら 、 き じ 、 だ ち よ う 、 ほ ろ ほ ろ 鳥 又 は 七 面 鳥 を 集 合 さ

せ る 共 進 会 、 博 覧 会 そ の 他 こ れ ら の 家 畜 又 は そ の 能 力 等 を 展 示 す

る た め に す る 催 物 

（ 定 期 の 報 告 ） 

第 二 十 一 条 の 五 法 第 十 二 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 農 場 （

畜 舎 等 そ の 他 の 家 畜 の 飼 養 に 関 す る 施 設 を 含 む 一 団 の 場 所 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） ご と に 、 牛 、 水 牛 、 鹿 、 馬 、 め ん 羊 、 山 羊 、 豚 及 び い

の し し の 所 有 者 に あ つ て は 毎 年 四 月 十 五 日 ま で に 、 鶏 、 あ ひ る 、 う

ず ら 、 き じ 、 エ ミ ュ ー 、 だ ち よ う 、 ほ ろ ほ ろ 鳥 及 び 七 面 鳥 の 所 有 者

に あ つ て は 毎 年 六 月 十 五 日 ま で に 、 報 告 書 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え

て し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 こ れ ら の う ち 非 商 用 家 畜 （ 牛 、 水

牛 及 び 馬 に あ つ て は 一 頭 、 鹿 、 め ん 羊 、 山 羊 、 豚 及 び い の し し に あ

つ て は 六 頭 未 満 、 鶏 、 あ ひ る 、 う ず ら 、 き じ 、 ほ ろ ほ ろ 鳥 及 び 七 面

鳥 に あ つ て は 百 羽 未 満 、 エ ミ ュ ー 及 び だ ち よ う に あ つ て は 十 羽 未 満

を 飼 養 し 、 か つ 、 生 き た 家 畜 及 び 乳 、 卵 等 の 生 産 物 の 出 荷 を 行 つ て

い な い 農 場 で 飼 養 さ れ て い る 家 畜 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 所 有 者 に

つ い て は 、 当 該 書 類 を 添 付 す る こ と を 要 し な い 。 

（ 削 る ） 

 

 

一 ～ 六 （ 略 ） 

七 次 に 掲 げ る 事 項 （ 馬 の 所 有 者 に あ つ て は 、 リ （ 防 疫 の た め の 更

衣 に 関 す る 具 体 的 な 方 法 に 関 す る も の に 限 る 。 ） を 除 く 。 ） を 規

（ 定 期 の 報 告 ） 

第 二 十 一 条 の 五 法 第 十 二 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 農 場 （

畜 舎 等 そ の 他 の 家 畜 の 飼 養 に 関 す る 施 設 を 含 む 一 団 の 場 所 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） ご と に 、 牛 、 水 牛 、 鹿 、 馬 、 め ん 羊 、 山 羊 、 豚 及 び い

の し し の 所 有 者 に あ つ て は 毎 年 四 月 十 五 日 ま で に 、 鶏 、 あ ひ る 、 う

ず ら 、 き じ 、 だ ち よ う 、 ほ ろ ほ ろ 鳥 及 び 七 面 鳥 の 所 有 者 に あ つ て は

毎 年 六 月 十 五 日 ま で に 、 報 告 書 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て し な け れ

ば な ら な い 。 

 

 

 

 

 

 
一 衛 生 管 理 区 域 及 び そ の 出 入 口 並 び に 特 定 疾 病 又 は 監 視 伝 染 病 の

発 生 を 予 防 す る た め に 必 要 な 消 毒 を す る 設 備 の 設 置 箇 所 を 明 示 し

た 農 場 の 平 面 図 

二 ～ 七 （ 略 ） 

八 次 に 掲 げ る 事 項 （ 馬 の 所 有 者 に あ つ て は 、 ト 及 び リ を 除 く 。 ）

を 規 定 す る 飼 養 衛 生 管 理 マ ニ ュ ア ル の 写 し 
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定 す る 飼 養 衛 生 管 理 マ ニ ュ ア ル の 写 し 

  イ ～ ハ （ 略 ） 

  ニ 衛 生 管 理 区 域 及 び そ の 出 入 口 並 び に 消 毒 設 備 等 の 衛 生 対 策 設

備 の 設 置 箇 所 を 明 示 し た 農 場 の 平 面 図 

  ホ ～ ト （ 略 ） 

  （ 削 る ） 

  チ （ 略 ） 

  リ 手 指 、 衣 服 、 靴 、 物 品 、 車 両 、 施 設 等 の 洗 浄 及 び 消 毒 並 び に

防 疫 の た め の 更 衣 に 関 す る 具 体 的 な 方 法 、 消 毒 薬 の 種 類 、 作 用

時 間 及 び 乾 燥 時 間 等 

  （ 削 る ） 

 

八 次 の イ か ら ホ ま で に 掲 げ る 家 畜 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 イ か ら ホ ま

で に 定 め る 頭 羽 数 以 上 の 家 畜 の 所 有 者 （ 以 下 「 大 規 模 所 有 者 」 と

い う 。 ） に あ つ て は 、 担 当 の 獣 医 師 の 氏 名 及 び 所 属 又 は 担 当 の 診

療 施 設 の 名 称 を 記 載 し た 書 面 

イ ～ ニ （ 略 ） 

ホ あ ひ る 、 き じ 、 エ ミ ュ ー 、 だ ち よ う 、 ほ ろ ほ ろ 鳥 及 び 七 面 鳥 

一 万 羽 

九 （ 略 ）  

 

  イ ～ ハ （ 略 ） 

  （ 新 設 ） 

 

  ニ ～ へ （ 略 ） 

  ト 猫 等 の 愛 玩 動 物 の 衛 生 管 区 域 内 で の 飼 育 禁 止 

  チ （ 略 ） 

  リ 農 場 に お け る 防 疫 の た め の 更 衣 

 

 

ヌ 手 指 、 衣 服 、 靴 、 物 品 、 車 両 、 施 設 等 の 洗 浄 及 び 消 毒 に 関 す

る 具 体 的 な 方 法 、 消 毒 薬 の 種 類 、 作 用 時 間 及 び 乾 燥 時 間 等 

九 次 の イ か ら ホ ま で に 掲 げ る 家 畜 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 イ か ら ホ ま

で に 定 め る 頭 羽 数 以 上 の 家 畜 の 所 有 者 （ 以 下 「 大 規 模 所 有 者 」 と

い う 。 ） に あ つ て は 、 担 当 の 獣 医 師 の 氏 名 及 び 所 属 又 は 担 当 の 診

療 施 設 の 名 称 を 記 載 し た 書 面 

イ ～ ニ （ 略 ） 

ホ あ ひ る 、 き じ 、 だ ち よ う 、 ほ ろ ほ ろ 鳥 及 び 七 面 鳥 一 万 羽 

 

十 （ 略 ） 

 （ 報 告 事 項 ） 

第 二 十 一 条 の 六 法 第 十 二 条 の 四 第 一 項 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項

は 、 次 に 掲 げ る も の （ そ の 飼 養 し て い る 家 畜 の 頭 羽 数 が 、 牛 、 水 牛

及 び 馬 に あ つ て は 一 頭 、 鹿 、 め ん 羊 、 山 羊 、 豚 及 び い の し し に あ つ

て は 六 頭 未 満 、 鶏 、 あ ひ る 、 う ず ら 、 き じ 、 ほ ろ ほ ろ 鳥 及 び 七 面 鳥

に あ つ て は 百 羽 未 満 、 エ ミ ュ ー 及 び だ ち よ う に あ つ て は 十 羽 未 満 の

家 畜 の 所 有 者 に つ い て は 、 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 五 号 に 掲 げ る も の

に 限 る 。 ） と す る 。 

一 ～ 五 （ 略 ）  

 （ 報 告 事 項 ） 

第 二 十 一 条 の 六 法 第 十 二 条 の 四 第 一 項 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 事 項

は 、 次 に 掲 げ る も の （ そ の 飼 養 し て い る 家 畜 の 頭 羽 数 が 、 牛 、 水 牛

及 び 馬 に あ つ て は 一 頭 、 鹿 、 め ん 羊 、 山 羊 、 豚 及 び い の し し に あ つ

て は 六 頭 未 満 、 鶏 、 あ ひ る 、 う ず ら 、 き じ 、 ほ ろ ほ ろ 鳥 及 び 七 面 鳥

に あ つ て は 百 羽 未 満 、 だ ち よ う に あ つ て は 十 羽 未 満 の 家 畜 の 所 有 者

に つ い て は 、 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 五 号 に 掲 げ る も の に 限 る 。 ） と

す る 。 

一 ～ 五 （ 略 ）  

 （ 輸 入 の 禁 止 ） 

第 四 十 三 条 法 第 三 十 六 条 第 一 項 第 一 号 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 地 域

は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 物 ご と に 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 定 め る

 （ 輸 入 の 禁 止 ） 

第 四 十 三 条 法 第 三 十 六 条 第 一 項 第 一 号 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 地 域

は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 物 ご と に 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 定 め る
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地 域 と す る 。 

物 地  域 備 考 

  （ 対 象

と す る

伝 染 性

疾 病 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

鶏 、 う ず ら 、 き

じ 、 エ ミ ュ ー 、

だ ち よ う 、 ほ ろ

ほ ろ 鳥 及 び 七 面

鳥 並 び に あ ひ る

、 が ち よ う そ の

他 の か も 目 の 鳥

類 に 係 る 法 第 三

十 七 条 第 一 項 第

一 号 及 び 第 三 号

に 掲 げ る 物 

シ ン ガ ポ ー ル 、 タ イ 、 フ ィ リ ピ

ン 、 マ レ ー シ ア 、 ト ル コ 、 ウ ク

ラ イ ナ （ ク リ ミ ア 自 治 共 和 国 、

セ ヴ ァ ス ト ー ポ リ 特 別 市 、 ド ネ

ツ ク 州 及 び ル ハ ン ス ク 州 を 除 く

。 ） 、 英 国 （ グ レ ー ト ・ ブ リ テ

ン 及 び 北 ア イ ル ラ ン ド に 限 る 。

） 、 オ ー ス ト リ ア 、 オ ラ ン ダ 、

ス ウ ェ ー デ ン 、 ス ペ イ ン 、 デ ン

マ ー ク 、 ド イ ツ 、 ハ ン ガ リ ー 、

フ ィ ン ラ ン ド 、 フ ラ ン ス 、 ブ ル

ガ リ ア 、 ベ ル ギ ー 、 ポ ー ラ ン ド

、 ポ ル ト ガ ル 、 ラ ト ビ ア 、 リ ト

ア ニ ア 、 ロ シ ア （ ト ゥ ー ラ 州 及

び ブ リ ャ ン ス ク 州 に 限 る 。 ） 、

ア メ リ カ 合 衆 国 （ ア メ リ カ 大 陸

の 部 分 、 ハ ワ イ 諸 島 及 び グ ァ ム

島 に 限 る 。 ） 、 カ ナ ダ 、 ア ル ゼ

ン チ ン 、 コ ス タ リ カ 、 コ ロ ン ビ

ア 、 チ リ 、 ブ ラ ジ ル 、 ペ ル ー 、

オ ー ス ト ラ リ ア 、 ニ ュ ー ・ カ レ

ド ニ ア 及 び ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 以

外 の 地 域 

高 病 原

性 鳥 イ

ン フ ル

エ ン ザ 

地 域 と す る 。 

物 地  域 備 考 

（ 対 象

と す る

伝 染 性

疾 病 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

鶏 、 う ず ら 、

き じ 、 だ ち よ う

、 ほ ろ ほ ろ 鳥 及

び 七 面 鳥 並 び に

あ ひ る 、 が ち よ

う そ の 他 の か も

目 の 鳥 類 に 係 る

法 第 三 十 七 条 第

一 項 第 一 号 及 び

第 三 号 に 掲 げ る

物 

シ ン ガ ポ ー ル 、 タ イ 、 フ ィ リ ピ

ン 、 マ レ ー シ ア 、 ト ル コ 、 ウ ク

ラ イ ナ （ ク リ ミ ア 自 治 共 和 国 、

セ ヴ ァ ス ト ー ポ リ 特 別 市 、 ド ネ

ツ ク 州 及 び ル ハ ン ス ク 州 を 除 く

。 ） 、 英 国 （ グ レ ー ト ・ ブ リ テ

ン 及 び 北 ア イ ル ラ ン ド に 限 る 。

） 、 オ ー ス ト リ ア 、 オ ラ ン ダ 、

ス ウ ェ ー デ ン 、 ス ペ イ ン 、 デ ン

マ ー ク 、 ド イ ツ 、 ハ ン ガ リ ー 、

フ ィ ン ラ ン ド 、 フ ラ ン ス 、 ブ ル

ガ リ ア 、 ベ ル ギ ー 、 ポ ー ラ ン ド

、 ポ ル ト ガ ル 、 ラ ト ビ ア 、 リ ト

ア ニ ア 、 ロ シ ア （ ト ゥ ー ラ 州 及

び ブ リ ャ ン ス ク 州 に 限 る 。 ） 、

ア メ リ カ 合 衆 国 （ ア メ リ カ 大 陸

の 部 分 、 ハ ワ イ 諸 島 及 び グ ァ ム

島 に 限 る 。 ） 、 カ ナ ダ 、 ア ル ゼ

ン チ ン 、 コ ス タ リ カ 、 コ ロ ン ビ

ア 、 チ リ 、 ブ ラ ジ ル 、 ペ ル ー 、

オ ー ス ト ラ リ ア 、 ニ ュ ー ・ カ レ

ド ニ ア 及 び ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 以

外 の 地 域 

高 病 原

性 鳥 イ

ン フ ル

エ ン ザ 
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（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 
 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 
 

 （ 指 定 検 疫 物 ） 

第 四 十 五 条 法 第 三 十 七 条 第 一 項 の 指 定 検 疫 物 は 、 次 の と お り と す る

。 

一 次 に 掲 げ る 動 物 及 び そ の 死 体 

イ （ 略 ） 

ロ 鶏 、 う ず ら 、 き じ 、 エ ミ ュ ー 、 だ ち よ う 、 ほ ろ ほ ろ 鳥 及 び 七

面 鳥 並 び に あ ひ る 、 が ち よ う そ の 他 の か も 目 の 鳥 類 （ 以 下 「 か

も 類 」 と い う 。 ） （ こ れ ら の 初 生 ひ な で あ つ て 、 農 林 水 産 大 臣

が 定 め る 要 件 に 該 当 し 、 か つ 、 家 畜 防 疫 官 の 指 示 に 従 い そ の 輸

入 に 係 る 港 又 は 飛 行 場 の 区 域 外 に 移 動 し な い で そ の ま ま 輸 出 さ

れ る も の を 除 く 。 ） 

ハ ～ ホ （ 略 ）  

二 鶏 、 う ず ら 、 き じ 、 エ ミ ュ ー 、 だ ち よ う 、 ほ ろ ほ ろ 鳥 、 七 面 鳥

及 び か も 類 の 卵 

 三 ～ 八 （ 略 ）  

 （ 指 定 検 疫 物 ） 

第 四 十 五 条 法 第 三 十 七 条 第 一 項 の 指 定 検 疫 物 は 、 次 の と お り と す る

。 

一 次 に 掲 げ る 動 物 及 び そ の 死 体 

イ （ 略 ） 

ロ 鶏 、 う ず ら 、 き じ 、 だ ち よ う 、 ほ ろ ほ ろ 鳥 及 び 七 面 鳥 並 び に

あ ひ る 、 が ち よ う そ の 他 の か も 目 の 鳥 類 （ 以 下 「 か も 類 」 と い

う 。 ） （ こ れ ら の 初 生 ひ な で あ つ て 、 農 林 水 産 大 臣 が 定 め る 要

件 に 該 当 し 、 か つ 、 家 畜 防 疫 官 の 指 示 に 従 い そ の 輸 入 に 係 る 港

又 は 飛 行 場 の 区 域 外 に 移 動 し な い で そ の ま ま 輸 出 さ れ る も の を

除 く 。 ） 

ハ ～ ホ （ 略 ）  

二 鶏 、 う ず ら 、 き じ 、 だ ち よ う 、 ほ ろ ほ ろ 鳥 、 七 面 鳥 及 び か も 類

の 卵 

三 ～ 八 （ 略 ）  

（ 動 物 の 輸 入 に 関 す る 届 出 ） 

第 四 十 七 条 の 二 法 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 の 指 定 検 疫 物 た る 動 物 で 農

林 水 産 大 臣 の 指 定 す る も の は 、 次 の と お り と す る 。 

一 （ 略 ） 

二 鶏 、 う ず ら 、 き じ 、 エ ミ ュ ー 、 だ ち よ う 、 ほ ろ ほ ろ 鳥 、 七 面 鳥

及 び か も 類 

三 （ 略 ） 

（ 動 物 の 輸 入 に 関 す る 届 出 ） 

第 四 十 七 条 の 二 法 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 の 指 定 検 疫 物 た る 動 物 で 農

林 水 産 大 臣 の 指 定 す る も の は 、 次 の と お り と す る 。 

一 （ 略 ） 

二 鶏 、 う ず ら 、 き じ 、 だ ち よ う 、 ほ ろ ほ ろ 鳥 、 七 面 鳥 及 び か も 類 

 

三 （ 略 ） 

 （ 検 査 の た め の 係 留 期 間 ） 

第 五 十 条 法 第 四 十 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 四 十 五 条 の 検 査 は

、 係 留 し て 行 う も の と し 、 係 留 期 間 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 種 類

の 動 物 （ 次 項 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 動 物 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） に

つ き 、 そ れ ぞ れ 次 の 表 の 下 欄 に 定 め る と お り と す る 。 た だ し 、 輸 出

の 場 合 に お け る 係 留 期 間 に つ い て 、 輸 入 国 政 府 が そ の 輸 入 に 当 た り

、 同 欄 に 定 め る 期 間 を 超 え る 係 留 期 間 を 必 要 と し て い る 動 物 に あ つ

て は 、 当 該 必 要 と し て い る 係 留 期 間 と す る 。 

動 物 の 種 類 輸 入 又 は 輸 出 の 際 の 係 留 

 （ 検 査 の た め の 係 留 期 間 ） 

第 五 十 条 法 第 四 十 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 又 は 第 四 十 五 条 の 検 査 は

、 係 留 し て 行 う も の と し 、 係 留 期 間 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 種 類

の 動 物 （ 次 項 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 動 物 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） に

つ き 、 そ れ ぞ れ 次 の 表 の 下 欄 に 定 め る と お り と す る 。 た だ し 、 輸 出

の 場 合 に お け る 係 留 期 間 に つ い て 、 輸 入 国 政 府 が そ の 輸 入 に 当 た り

、 同 欄 に 定 め る 期 間 を 超 え る 係 留 期 間 を 必 要 と し て い る 動 物 に あ つ

て は 、 当 該 必 要 と し て い る 係 留 期 間 と す る 。 

動 物 の 種 類 輸 入 又 は 輸 出 の 際 の 係 留 
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 期 間 

（ 略 ） （ 略 ） 
三  鶏 、 う ず ら 、 き じ 、 エ ミ

ュ ー 、 だ ち よ う 、 ほ ろ ほ ろ

鳥 、 七 面 鳥 及 び か も 類 

十 日 （ 初 生 ひ な の 輸 入 の

場 合 は 十 四 日 、 輸 出 の 場

合 は 二 日 ） 

（ 略 ） （ 略 ） 

２ ～ ６ （ 略 ） 

 期 間 

（ 略 ） （ 略 ） 

三  鶏 、 う ず ら 、 き じ 、 だ ち

よ う 、 ほ ろ ほ ろ 鳥 、 七 面 鳥

及 び か も 類 

十 日 （ 初 生 ひ な の 輸 入 の

場 合 は 十 四 日 、 輸 出 の 場

合 は 二 日 ） 

（ 略 ） （ 略 ） 

２ ～ ６ （ 略 ） 

 （ 適 用 除 外 と な る 病 原 体 ） 

第 五 十 六 条 の 三 十 四 法 第 四 十 六 条 の 二 十 二 第 一 号 の 農 林 水 産 省 令 で

定 め る 病 原 体 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

四 生 物 学 的 製 剤 （ 動 物 用 医 薬 品 等 取 締 規 則 （ 平 成 十 六 年 農 林 水 産

省 令 第 百 七 号 ） 第 二 百 十 三 条 第 四 号 の 生 物 学 的 製 剤 に 限 る 。 ） 又

は 再 生 医 療 等 製 品 （ 同 令 第 二 百 十 四 条 各 号 の 再 生 医 療 等 製 品 に 限

る 。 ） に 含 ま れ て い る 病 原 体 

 五 （ 略 ） 

 （ 適 用 除 外 と な る 病 原 体 ） 

第 五 十 六 条 の 三 十 四 法 第 四 十 六 条 の 二 十 二 第 一 号 の 農 林 水 産 省 令 で

定 め る 病 原 体 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

四 生 物 学 的 製 剤 （ 動 物 用 医 薬 品 等 取 締 規 則 （ 平 成 十 六 年 農 林 水 産

省 令 第 百 七 号 ） 第 二 百 十 三 条 第 一 項 第 四 号 の 生 物 学 的 製 剤 に 限 る

。 ） 又 は 再 生 医 療 等 製 品 （ 同 令 第 二 百 十 四 条 第 一 項 各 号 の 再 生 医

療 等 製 品 に 限 る 。 ） に 含 ま れ て い る 病 原 体 

 五 （ 略 ） 

（ 動 物 用 生 物 学 的 製 剤 の 指 定 ） 

第 五 十 七 条 法 第 五 十 条 の 農 林 水 産 大 臣 の 指 定 す る 動 物 用 生 物 学 的 製

剤 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 日 本 薬 局 方 に 収 め ら れ て お ら ず 、 か つ 、 医 薬 品 医 療 機 器 等 法 第

八 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 医 薬 品 医 療 機

器 等 法 第 十 四 条 第 一 項 、 第 十 九 条 の 二 第 一 項 、 第 二 十 三 条 の 二 の

五 第 一 項 又 は 第 二 十 三 条 の 二 の 十 七 第 一 項 の 承 認 を 受 け て い な い

動 物 用 生 物 学 的 製 剤 （ 牛 、 水 牛 、 鹿 、 馬 、 め ん 羊 、 山 羊 、 豚 、 い

の し し 、 鶏 、 あ ひ る 、 う ず ら 、 き じ 、 エ ミ ュ ー 、 だ ち よ う 、 ほ ろ

ほ ろ 鳥 、 七 面 鳥 、 犬 、 う さ ぎ 及 び 蜜 蜂 に 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 

 二 （ 略 ） 

別 表 第 二 （ 第 二 十 一 条 関 係 ） 

家 畜 の 種 類 飼 養 衛 生 管 理 基 準   

一 牛 、 水 牛 、

鹿 、 め ん 羊 及

第 一 家 畜 防 疫 に 関 す る 基 本 的 事 項 

１ （ 略 ） 

 （ 動 物 用 生 物 学 的 製 剤 の 指 定 ） 

第 五 十 七 条 法 第 五 十 条 の 農 林 水 産 大 臣 の 指 定 す る 動 物 用 生 物 学 的 製

剤 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 日 本 薬 局 方 に 収 め ら れ て お ら ず 、 か つ 、 医 薬 品 医 療 機 器 等 法 第

八 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 医 薬 品 医 療 機

器 等 法 第 十 四 条 第 一 項 、 第 十 九 条 の 二 第 一 項 、 第 二 十 三 条 の 二 の

五 第 一 項 又 は 第 二 十 三 条 の 二 の 十 七 第 一 項 の 承 認 を 受 け て い な い

動 物 用 生 物 学 的 製 剤 （ 牛 、 水 牛 、 鹿 、 馬 、 め ん 羊 、 山 羊 、 豚 、 い

の し し 、 鶏 、 あ ひ る 、 う ず ら 、 き じ 、 だ ち よ う 、 ほ ろ ほ ろ 鳥 、 七

面 鳥 、 犬 、 う さ ぎ 及 び 蜜 蜂 に 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 

二 （ 略 ） 

別 表 第 二 （ 第 二 十 一 条 関 係 ） 

家 畜 の 種 類 飼 養 衛 生 管 理 基 準   

一 牛 、 水 牛 、

鹿 、 め ん 羊 及

第 一 家 畜 防 疫 に 関 す る 基 本 的 事 項 

１ （ 略 ） 
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び 山 羊 （ 家 畜 防 疫 に 関 す る 最 新 情 報 の 把 握 及 び 衛 生

管 理 の 実 践 ） 

２ 飼 養 す る 家 畜 が 感 染 す る 伝 染 性 疾 病 の 発 生

の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 に 関 し 、 家 畜 保 健 衛

生 所 か ら 提 供 さ れ る 情 報 を 必 ず 確 認 す る こ と

。 家 畜 保 健 衛 生 所 等 が 開 催 す る 家 畜 衛 生 に 関

す る 講 習 会 へ の 参 加 、 農 林 水 産 省 の ウ ェ ブ サ

イ ト の 閲 覧 等 を 通 じ て 、 家 畜 防 疫 に 関 す る 情

報 を 積 極 的 に 把 握 す る こ と 。 こ れ ら の 情 報 を

踏 ま え 、 自 ら の 農 場 の 防 疫 体 制 及 び 飼 養 衛 生

管 理 状 況 を 定 期 的 に 点 検 し 、 改 善 を 図 る こ と

。 家 畜 保 健 衛 生 所 が 行 う 検 査 を 受 け 、 指 導 に

従 う こ と 。 

 

 

 

（ 飼 養 衛 生 管 理 マ ニ ュ ア ル の 作 成 及 び 従 事 者

等 へ の 周 知 徹 底 ） 

３ 次 に 掲 げ る 事 項 を 規 定 す る マ ニ ュ ア ル を 作

成 す る こ と 。 マ ニ ュ ア ル の 作 成 に 当 た つ て は

、 獣 医 師 等 の 専 門 家 の 意 見 を 反 映 さ せ る こ と

。 従 事 者 及 び 外 部 事 業 者 が 当 該 マ ニ ュ ア ル を

遵 守 す る よ う 、 当 該 マ ニ ュ ア ル を 印 字 し た 冊

子 の 配 布 、 看 板 の 設 置 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

講 ず る こ と 。 家 畜 の 伝 染 性 疾 病 の 発 生 の 予 防

及 び ま ん 延 の 防 止 に 関 す る 情 報 を 従 事 者 及 び

外 部 事 業 者 に 周 知 徹 底 す る こ と 。 

 ⑴ ～ ⑶ （ 略 ） 

 ⑷ 衛 生 管 理 区 域 及 び そ の 出 入 口 並 び に 消 毒

設 備 等 の 衛 生 対 策 設 備 の 設 置 箇 所 を 明 示 し

た 農 場 の 平 面 図 

 ⑸ ～ ⑺ （ 略 ） 

び 山 羊 （ 家 畜 防 疫 に 関 す る 最 新 情 報 の 把 握 及 び 衛 生

管 理 の 実 践 ） 

２ 飼 養 す る 家 畜 が 感 染 す る 伝 染 性 疾 病 の 発 生

の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 に 関 し 、 家 畜 保 健 衛

生 所 か ら 提 供 さ れ る 情 報 を 必 ず 確 認 す る こ と

。 家 畜 保 健 衛 生 所 等 が 開 催 す る 家 畜 衛 生 に 関

す る 講 習 会 へ の 参 加 、 農 林 水 産 省 の ウ ェ ブ サ

イ ト の 閲 覧 等 を 通 じ て 、 家 畜 防 疫 に 関 す る 情

報 を 積 極 的 に 把 握 す る こ と 。 こ れ ら の 情 報 を

踏 ま え 、 自 ら の 農 場 の 防 疫 体 制 及 び 飼 養 衛 生

管 理 状 況 を 定 期 的 に 点 検 し 、 改 善 を 図 る こ と

。 ま た 、 農 場 の 最 新 の 防 疫 体 制 が 確 認 で き る

よ う 、 消 毒 設 備 等 の 衛 生 対 策 設 備 の 設 置 箇 所

を 明 示 し た 農 場 の 平 面 図 を 作 成 し 、 備 え て お

く こ と 。 家 畜 保 健 衛 生 所 が 行 う 検 査 を 受 け 、

指 導 に 従 う こ と 。 

（ 飼 養 衛 生 管 理 マ ニ ュ ア ル の 作 成 及 び 従 事 者

等 へ の 周 知 徹 底 ） 

３ 次 に 掲 げ る 事 項 を 規 定 す る マ ニ ュ ア ル を 作

成 す る こ と 。 マ ニ ュ ア ル の 作 成 に 当 た つ て は

、 獣 医 師 等 の 専 門 家 の 意 見 を 反 映 さ せ る こ と

。 従 事 者 及 び 外 部 事 業 者 が 当 該 マ ニ ュ ア ル を

遵 守 す る よ う 、 当 該 マ ニ ュ ア ル を 印 字 し た 冊

子 の 配 布 、 看 板 の 設 置 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

講 ず る こ と 。 家 畜 の 伝 染 性 疾 病 の 発 生 の 予 防

及 び ま ん 延 の 防 止 に 関 す る 情 報 を 従 事 者 及 び

外 部 事 業 者 に 周 知 徹 底 す る こ と 。 

 ⑴ ～ ⑶ （ 略 ） 

（ 新 設 ） 

 

 

 ⑷ ～ ⑹ （ 略 ） 
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（ 削 る ） 

 

 ⑻ （ 略 ） 

 ⑼ 手 指 、 衣 服 、 靴 、 物 品 、 車 両 、 施 設 等 の

洗 浄 及 び 消 毒 並 び に 防 疫 の た め の 更 衣 に 関

す る 具 体 的 な 方 法 、 消 毒 薬 の 種 類 、 作 用 時

間 及 び 乾 燥 時 間 等 

（ 削 る ） 

 

 

（ 記 録 の 作 成 及 び 保 管 ） 

４ 次 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 記 録 を 作 成 し 、 少

な く と も 一 年 間 保 存 す る こ と 。 

⑴ ・ ⑵ （ 略 ） 

⑶ 導 入 、 出 荷 又 は 移 動 を 行 つ た 家 畜 の 種 類

、 頭 数 及 び 健 康 状 態 、 導 入 元 又 は 出 荷 若 し

く は 移 動 先 の 農 場 等 の 名 称 並 び に 導 入 、 出

荷 又 は 移 動 の 年 月 日 

（ 削 る ） 

 

 

⑷ ・ ⑸ （ 略 ） 

（ 大 規 模 所 有 者 が 講 ず る 措 置 ） 

５ 大 規 模 所 有 者 は 、 以 下 の 措 置 を 講 ず る こ と

。 

 ⑴ （ 略 ） 

 ⑵ 畜 舎 ご と に 担 当 の 飼 養 衛 生 管 理 者 を 配 置

す る こ と （ 同 一 の 者 が 複 数 の 畜 舎 を 担 当 す

る 場 合 に は 、 衛 生 管 理 を 行 う 家 畜 （ 牛 に あ

つ て は 月 齢 が 満 四 月 以 上 の も の に 限 る 。) の

頭 数 の 合 計 が 二 百 頭 （ 第 二 十 一 条 の 五 第 八

号 イ (1
)

又 は (2
)

に 掲 げ る 牛 、 鹿 、 め ん 羊 及

 ⑺ 猫 等 の 愛 玩 動 物 の 衛 生 管 理 区 域 内 で の 飼

育 禁 止 

 ⑻ （ 略 ） 

 ⑼ 農 場 に お け る 防 疫 の た め の 更 衣 

 

 

 

 ⑽ 手 指 、 衣 服 、 靴 、 物 品 、 車 両 、 施 設 等 の 洗

浄 及 び 消 毒 に 関 す る 具 体 的 な 方 法 、 消 毒 薬 の

種 類 、 作 用 時 間 及 び 乾 燥 時 間 等 

（ 記 録 の 作 成 及 び 保 管 ） 

４ 次 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 記 録 を 作 成 し 、 少

な く と も 一 年 間 保 存 す る こ と 。 

⑴ ・ ⑵ （ 略 ） 

⑶ 導 入 し た 家 畜 の 種 類 、 頭 数 及 び 健 康 状 態

、 導 入 元 の 農 場 等 の 名 称 並 び に 導 入 の 年 月

日 

 

⑷ 出 荷 又 は 移 動 を 行 つ た 家 畜 の 種 類 、 頭 数

及 び 健 康 状 態 、 出 荷 又 は 移 動 先 の 農 場 等 の

名 称 並 び に 出 荷 又 は 移 動 の 年 月 日 

⑸ ・ ⑹ （ 略 ） 

（ 大 規 模 所 有 者 が 講 ず る 措 置 ） 

５ 大 規 模 所 有 者 は 、 以 下 の 措 置 を 講 ず る こ と

。 

 ⑴ （ 略 ）  

 ⑵ 畜 舎 ご と に 担 当 の 飼 養 衛 生 管 理 者 を 配 置

す る こ と （ 同 一 の 者 が 複 数 の 畜 舎 を 担 当 す

る 場 合 に は 、 衛 生 管 理 を 行 う 家 畜 （ 牛 に あ

つ て は 月 齢 が 満 四 月 以 上 の も の に 限 る 。) の

頭 数 の 合 計 が 二 百 頭 （ 第 二 十 一 条 の 五 第 九

号 イ (1
)

又 は (2
)

に 掲 げ る 牛 、 鹿 、 め ん 羊 及
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び 山 羊 に あ つ て は 、 三 千 頭) を 超 え な い こ と

。 ） 。 

６ （ 略 ） 

（ 家 畜 伝 染 病 の 発 生 リ ス ク の 高 ま り に 対 す る

準 備 ） 

７ 家 畜 の 所 有 者 は 、 野 生 動 物 が 口 蹄 疫 等 の 家

畜 伝 染 病 の 病 原 体 に 感 染 し た こ と が 確 認 さ れ

て い る な ど 家 畜 伝 染 病 の 発 生 リ ス ク が 高 ま つ

て い る も の と し て 農 林 水 産 大 臣 が 指 定 す る 地

域 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 大 臣 指 定 地 域 」 と

い う 。 ） に お い て 追 加 措 置 を 講 ず る こ と と な

る 1
6
及 び 2
1
に つ い て 、 平 時 か ら そ の 取 組 内

容 を 習 熟 し て お く こ と 。 

８ （ 略 ） 

（ 分 割 管 理 を 導 入 す る 際 の 措 置 ） 

９ 口 蹄 疫 等 の 発 生 時 の 影 響 の 緩 和 を 図 る た め

、 衛 生 管 理 区 域 及 び 人 、 車 両 、 物 等 の 動 線 の

見 直 し に よ り 、 農 場 を 分 割 し て 管 理 す る こ と

に 取 り 組 む 場 合 は 、 家 畜 保 健 衛 生 所 の 確 認 を

受 け 、 指 導 に 従 う こ と 。 

1
0
～ 1
3  （ 略 ） 

（ 飼 養 す る 家 畜 の 健 康 観 察 ） 

1
4  他 の 農 場 等 か ら 家 畜 を 導 入 す る 場 合 に は 、

導 入 元 の 農 場 等 に お け る 家 畜 の 伝 染 性 疾 病 の

発 生 状 況 及 び 導 入 す る 家 畜 の 健 康 状 態 を 確 認

す る こ と 等 に よ り 健 康 な 家 畜 を 導 入 す る こ と

。 導 入 し た 家 畜 に 家 畜 の 伝 染 性 疾 病 に か か つ

て い る 可 能 性 の あ る 異 状 が な い こ と を 確 認 す

る ま で の 間 、 他 の 家 畜 と 直 接 接 触 さ せ な い よ

う に す る こ と 。 ま た 、 毎 日 、 飼 養 す る 家 畜 の

健 康 観 察 （ 家 畜 の 健 康 状 態 の 確 認 に 加 え 、 出

生 及 び 死 亡 の 状 況 の 確 認 を 含 む 。 ） を 行 う こ

び 山 羊 に あ つ て は 、 三 千 頭) を 超 え な い こ と

。 ） 。 

６ （ 略 ） 

（ 家 畜 伝 染 病 の 発 生 リ ス ク の 高 ま り に 対 す る

準 備 ） 

７ 家 畜 の 所 有 者 は 、 野 生 動 物 が 口 蹄 疫 等 の 家

畜 伝 染 病 の 病 原 体 に 感 染 し た こ と が 確 認 さ れ

て い る な ど 家 畜 伝 染 病 の 発 生 リ ス ク が 高 ま つ

て い る も の と し て 農 林 水 産 大 臣 が 指 定 す る 地

域 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 大 臣 指 定 地 域 」 と

い う 。 ） に お い て 追 加 措 置 を 講 ず る こ と と な

る 1
4
及 び 2
1
に つ い て 、 平 時 か ら そ の 取 組 内

容 を 習 熟 し て お く こ と 。 

８ （ 略 ） 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

９ ～ 1
2  （ 略 ） 

 

（ 新 設 ） 
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0
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と 。 家 畜 を 出 荷 等 に よ り 農 場 外 へ 移 動 さ せ る

場 合 に は 、 家 畜 に 付 着 し た 排 せ つ 物 等 の 汚 れ

を 取 り 除 く と と も に 、 移 動 の 直 前 に 当 該 家 畜

の 健 康 状 態 を 確 認 す る こ と 。 

第 二 衛 生 管 理 区 域 へ の 病 原 体 の 侵 入 防 止 

1
5
～ 1
7  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 専 用 の 衣 服 及 び 靴 の 設 置 並 び

に 使 用 ） 
1
8  衛 生 管 理 区 域 専 用 の 衣 服 及 び 靴 （ 衛 生 管 理

区 域 に 立 ち 入 る 際 に 着 用 し て い る 衣 服 の 上 か

ら 着 用 す る 衛 生 的 な 衣 服 及 び 靴 の 上 か ら 着 用

す る 衛 生 的 な ブ ー ツ カ バ ー を 含 む 。 以 下 こ の

項 に お い て 同 じ 。 ） を 設 置 し 、 衛 生 管 理 区 域

に 立 ち 入 る 者 に 対 し 、 こ れ ら を 着 実 に 着 用 さ

せ る こ と （ そ の 者 が 当 該 衛 生 管 理 区 域 専 用 の

衣 服 及 び 靴 を 持 参 し 、 こ れ ら を 着 用 す る 場 合

並 び に そ の 者 が 当 該 衛 生 管 理 区 域 か ら 退 出 す

る ま で の 間 に 、 病 原 体 を 拡 散 さ せ る 可 能 性 が

な い 場 合 を 除 く 。 ） 。 更 衣 に よ る 病 原 体 の 衛

生 管 理 区 域 へ の 侵 入 を 防 ぐ た め 、 着 脱 前 後 の

衣 服 及 び 靴 を す の こ 、 分 離 板 等 で 場 所 を 離 し

て 保 管 し 、 か つ 、 更 衣 の 前 後 に 利 用 す る 経 路

を 一 方 通 行 と す る こ と そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

講 ず る こ と 。 衣 服 又 は 靴 に 排 せ つ 物 、 汚 泥 等

が 付 着 し た 場 合 に は 、 洗 浄 及 び 消 毒 を 行 う こ

と 。 

1
9  （ 略 ） 

（ 他 の 畜 産 関 係 施 設 等 で 使 用 し た 物 品 等 を 衛

生 管 理 区 域 に 持 ち 込 む 際 の 措 置 ） 

2
0  他 の 畜 産 関 係 施 設 等 で 使 用 し 、 若 し く は 使

用 し た お そ れ が あ る 物 品 又 は 過 去 四 月 以 内 に

海 外 で 使 用 し た 衣 服 及 び 靴 は 、 原 則 、 衛 生 管

 

 

 

 

第 二 衛 生 管 理 区 域 へ の 病 原 体 の 侵 入 防 止 

1
3
～ 1
5  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 専 用 の 衣 服 及 び 靴 の 設 置 並 び

に 使 用 ） 

1
6  衛 生 管 理 区 域 専 用 の 衣 服 及 び 靴 （ 衛 生 管 理

区 域 に 立 ち 入 る 際 に 着 用 し て い る 衣 服 の 上 か

ら 着 用 す る 衛 生 的 な 衣 服 及 び 靴 の 上 か ら 着 用

す る 衛 生 的 な ブ ー ツ カ バ ー を 含 む 。 以 下 こ の

項 に お い て 同 じ 。 ） を 設 置 し 、 衛 生 管 理 区 域

に 立 ち 入 る 者 に 対 し 、 こ れ ら を 着 実 に 着 用 さ

せ る こ と （ そ の 者 が 当 該 衛 生 管 理 区 域 専 用 の

衣 服 及 び 靴 を 持 参 し 、 こ れ ら を 着 用 す る 場 合

を 除 く 。 ） 。 更 衣 に よ る 病 原 体 の 衛 生 管 理 区

域 へ の 侵 入 を 防 ぐ た め 、 着 脱 前 後 の 衣 服 及 び

靴 を す の こ 、 分 離 板 等 で 場 所 を 離 し て 保 管 し

、 か つ 、 更 衣 の 前 後 に 利 用 す る 経 路 を 一 方 通

行 と す る こ と そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ

と 。 衣 服 又 は 靴 に 排 せ つ 物 、 汚 泥 等 が 付 着 し

た 場 合 に は 、 洗 浄 及 び 消 毒 を 行 う こ と 。 

 

 

 

1
7  （ 略 ） 

（ 他 の 畜 産 関 係 施 設 等 で 使 用 し た 物 品 を 衛 生

管 理 区 域 に 持 ち 込 む 際 の 措 置 ） 

1
8  他 の 畜 産 関 係 施 設 等 で 使 用 し 、 又 は 使 用 し

た お そ れ が あ る 物 品 は 、 原 則 、 衛 生 管 理 区 域

内 に 持 ち 込 ま な い こ と 。 や む を 得 ず 持 ち 込 む



 

-
 1
1
 -
 

理 区 域 内 に 持 ち 込 ま な い こ と 。 や む を 得 ず 持

ち 込 む 場 合 に は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必 要 な

措 置 を 講 ず る こ と 。 

 

 

（ 削 る ） 

 

 

 

 

（ 削 る ） 

 

 

2
1  （ 略 ） 

（ 削 る ） 

 

（ 削 る ） 

 

 

 

 

 

 

 

第 三 衛 生 管 理 区 域 内 に お け る 病 原 体 に よ る 汚

染 拡 大 防 止 

2
2
・ 2
3  （ 略 ） 

（ 器 具 の 定 期 的 な 清 掃 又 は 消 毒 等 ） 

2
4  飼 養 管 理 に 使 用 す る 器 具 は 畜 舎 に 持 ち 込 む

際 に 消 毒 す る と と も に 、 清 掃 又 は 消 毒 を 定 期

的 に す る こ と 。 注 射 針 、 人 工 授 精 用 器 具 そ の

他 の 体 液 （ 生 乳 を 除 く 。 ） が 付 着 す る 物 品 を

場 合 に は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

講 ず る こ と 。 

 

（ 海 外 で 使 用 し た 衣 服 等 を 衛 生 管 理 区 域 に 持

ち 込 む 際 の 措 置 ）  

1
9  過 去 四 月 以 内 に 海 外 で 使 用 し た 衣 服 及 び 靴

を 衛 生 管 理 区 域 に 持 ち 込 ま な い こ と 。 や む を

得 ず 持 ち 込 む 場 合 に は 、 事 前 に 洗 浄 、 消 毒 そ

の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。 

（ 飲 用 水 の 給 与 ） 

2
0  飼 養 す る 家 畜 に 水 道 水 等 の 飲 用 に 適 し た 水

以 外 の 水 を 給 与 す る 場 合 に は 、 こ れ を 消 毒 す

る こ と 。 

2
1  （ 略 ） 

〔 家 畜 に 関 す る 事 項 〕 

（ 家 畜 を 導 入 す る 際 の 健 康 観 察 等 ） 

2
2  他 の 農 場 等 か ら 家 畜 を 導 入 す る 場 合 に は 、

導 入 元 の 農 場 等 に お け る 家 畜 の 伝 染 性 疾 病 の

発 生 状 況 及 び 導 入 す る 家 畜 の 健 康 状 態 を 確 認

す る こ と 等 に よ り 健 康 な 家 畜 を 導 入 す る こ と

。 導 入 し た 家 畜 に 家 畜 の 伝 染 性 疾 病 に か か つ

て い る 可 能 性 の あ る 異 状 が な い こ と を 確 認 す

る ま で の 間 、 他 の 家 畜 と 直 接 接 触 さ せ な い よ

う に す る こ と 。 

第 三 衛 生 管 理 区 域 内 に お け る 病 原 体 に よ る 汚

染 拡 大 防 止 

2
3
・ 2
4  （ 略 ） 

（ 器 具 の 定 期 的 な 清 掃 又 は 消 毒 等 ） 

2
5  飼 養 管 理 に 使 用 す る 器 具 の 清 掃 又 は 消 毒 を

定 期 的 に す る こ と 。 注 射 針 、 人 工 授 精 用 器 具

そ の 他 の 体 液 （ 生 乳 を 除 く 。 ） が 付 着 す る 物

品 を 使 用 す る 際 は 、 一 頭 ご と に 交 換 又 は 消 毒



 

-
 1
2
 -
 

使 用 す る 際 は 、 一 頭 ご と に 交 換 又 は 消 毒 を す

る こ と 。 

 

（ 削 る ） 

 

2
5  （ 略 ） 

（ 給 餌 設 備 、 給 水 設 備 等 の 病 原 体 に よ る 汚 染

の 防 止 ） 
2
6  畜 舎 の 給 餌 設 備 及 び 給 水 設 備 並 び に 飼 料 の

保 管 場 所 に ね ず み 、 野 鳥 等 の 野 生 動 物 の 排 せ

つ 物 等 が 混 入 し な い よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る

こ と 。 水 道 水 等 の 飲 用 に 適 し た 水 以 外 の 水 を

家 畜 に 給 与 す る 場 合 に は 、 こ れ を 消 毒 す る こ

と 。 

2
7  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 内 の 整 理 整 頓 、 畜 舎 等 施 設 の

清 掃 及 び 消 毒 ） 

2
8  衛 生 管 理 区 域 内 は 、 ね ず み 等 の 野 生 動 物 の

隠 れ ら れ る 場 所 を な く す と と も に 、 病 原 体 が

侵 入 し た 場 合 に 当 該 病 原 体 が 残 存 し な い よ う

、 不 要 な 資 材 等 の 処 分 、 除 草 及 び 資 材 、 機 材

等 の 整 理 整 頓 等 並 び に 畜 舎 そ の 他 の 衛 生 管 理

区 域 内 に あ る 施 設 の 清 掃 を 行 つ て 、 敷 地 及 び

畜 舎 等 の 施 設 を 定 期 的 に 消 毒 す る こ と 。 

 

（ 削 る ） 

 

 

（ 削 る ） 

 

（ 削 る ） 

 

を す る こ と 。 

 

（ 畜 舎 外 で の 病 原 体 に よ る 汚 染 防 止 ） 

2
6  家 畜 の 飼 養 管 理 に 必 要 の な い 物 品 を 畜 舎 に

持 ち 込 ま な い こ と 。 

2
7  （ 略 ） 

（ 給 餌 設 備 、 給 水 設 備 等 へ の 野 生 動 物 の 排 せ

つ 物 等 の 混 入 の 防 止 ） 

2
8  畜 舎 の 給 餌 設 備 及 び 給 水 設 備 並 び に 飼 料 の

保 管 場 所 に ね ず み 、 野 鳥 等 の 野 生 動 物 の 排 せ

つ 物 等 が 混 入 し な い よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る

こ と 。 

 

 

2
9  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 内 の 整 理 整 頓 及 び 消 毒 ） 

 

3
0  衛 生 管 理 区 域 内 は 、 ね ず み 等 の 野 生 動 物 の

隠 れ ら れ る 場 所 を な く す と と も に 、 病 原 体 が

侵 入 し た 場 合 に 当 該 病 原 体 が 残 存 し な い よ う

、 不 要 な 資 材 等 の 処 分 、 除 草 及 び 資 材 、 機 材

等 の 整 理 整 頓 等 を 行 つ て 、 敷 地 を 定 期 的 に 消

毒 す る こ と 。 

 

（ 畜 舎 等 施 設 の 清 掃 及 び 消 毒 ） 

3
1  畜 舎 そ の 他 の 衛 生 管 理 区 域 内 に あ る 施 設 を

飼 養 衛 生 管 理 マ ニ ュ ア ル に 基 づ き 定 期 的 に 清

掃 及 び 消 毒 す る こ と 。 

〔 家 畜 に 関 す る 事 項 〕 

（ 毎 日 の 健 康 観 察 ） 

3
2  毎 日 、 飼 養 す る 家 畜 の 健 康 観 察 （ 家 畜 の 健

康 状 態 の 確 認 に 加 え 、 出 生 及 び 死 亡 の 状 況 の
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第 四 衛 生 管 理 区 域 外 へ の 病 原 体 の 拡 散 防 止 

（ 衛 生 管 理 区 域 か ら 退 出 す る 者 の 手 指 消 毒 等

） 

2
9  衛 生 管 理 区 域 の 出 口 付 近 に 消 毒 設 備 を 設 置

し 、 退 出 す る 者 に 対 し 、 当 該 消 毒 設 備 を 利 用

し て 手 指 の 洗 浄 及 び 消 毒 を さ せ る こ と （ そ の

者 が 当 該 消 毒 設 備 と 同 等 以 上 の 効 果 を 有 す る

消 毒 機 器 を 携 行 し 、 当 該 出 口 付 近 に お い て 当

該 消 毒 機 器 を 利 用 し て 消 毒 を す る 場 合 及 び そ

の 者 に 衛 生 管 理 区 域 専 用 の 手 袋 を 着 用 さ せ 、

当 該 衛 生 管 理 区 域 内 に お い て 病 原 体 に よ る 汚

染 が な い 状 況 で 出 口 に お い て 手 袋 を 外 す 場 合 

を 除 く 。 ） 。 

3
0  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 か ら 搬 出 す る 物 品 の 消 毒 等 ） 

3
1  衛 生 管 理 区 域 か ら 家 畜 の 排 せ つ 物 等 が 付 着

し 、 又 は 付 着 し た お そ れ の あ る 物 品 を 持 ち 出

す 場 合 に あ つ て は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必 要

な 措 置 を 講 じ 、 家 畜 の 死 体 又 は 排 せ つ 物 を 持

ち 出 す 場 合 に あ つ て は 、 漏 出 が 生 じ な い よ う

に す る こ と 。 

 

（ 削 る ） 

 

 

 

 

 

3
2
・ 3
3  （ 略 ） 

  
  

二 豚 及 び い の 第 一 家 畜 防 疫 に 関 す る 基 本 的 事 項 

確 認 を 含 む 。 ） を 行 う こ と 。 

第 四 衛 生 管 理 区 域 外 へ の 病 原 体 の 拡 散 防 止 

（ 衛 生 管 理 区 域 か ら 退 出 す る 者 の 手 指 消 毒 等

） 

3
3  衛 生 管 理 区 域 の 出 口 付 近 に 消 毒 設 備 を 設 置

し 、 退 出 す る 者 に 対 し 、 当 該 消 毒 設 備 を 利 用

し て 手 指 の 洗 浄 及 び 消 毒 を さ せ る こ と （ そ の

者 が 当 該 消 毒 設 備 と 同 等 以 上 の 効 果 を 有 す る

消 毒 機 器 を 携 行 し 、 当 該 出 口 付 近 に お い て 当

該 消 毒 機 器 を 利 用 し て 消 毒 を す る 場 合 を 除 く

。 ） 。 

 

 

 

3
4  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 か ら 搬 出 す る 物 品 の 消 毒 等 ） 

3
5  家 畜 の 排 せ つ 物 等 が 付 着 し 、 又 は 付 着 し た

お そ れ の あ る 物 品 を 衛 生 管 理 区 域 か ら 持 ち 出

す 場 合 に は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必 要 な 措 置

を 講 ず る こ と 。 

 

 

（ 家 畜 の 出 荷 又 は 移 動 時 の 健 康 観 察 ） 

3
6  家 畜 を 出 荷 等 に よ り 農 場 外 へ 移 動 さ せ る 場

合 に は 、 家 畜 に 付 着 し た 排 せ つ 物 等 の 汚 れ を

取 り 除 く と と も に 、 移 動 の 直 前 に 当 該 家 畜 の

健 康 状 態 を 確 認 す る こ と 。 ま た 、 家 畜 の 死 体

又 は 排 せ つ 物 を 移 動 さ せ る 場 合 に は 、 漏 出 が

生 じ な い よ う に す る こ と 。 

3
7
・ 3
8  （ 略 ） 

  
  

二 豚 及 び い の 第 一 家 畜 防 疫 に 関 す る 基 本 的 事 項 
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し し １ （ 略 ） 

（ 家 畜 防 疫 に 関 す る 最 新 情 報 の 把 握 及 び 衛 生

管 理 の 実 践 ） 

２ 飼 養 す る 家 畜 が 感 染 す る 伝 染 性 疾 病 の 発 生

の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 に 関 し 、 家 畜 保 健 衛

生 所 か ら 提 供 さ れ る 情 報 を 必 ず 確 認 す る こ と

。 家 畜 保 健 衛 生 所 等 が 開 催 す る 家 畜 衛 生 に 関

す る 講 習 会 へ の 参 加 、 農 林 水 産 省 の ウ ェ ブ サ

イ ト の 閲 覧 等 を 通 じ て 、 家 畜 防 疫 に 関 す る 情

報 を 積 極 的 に 把 握 す る こ と 。 こ れ ら の 情 報 を

踏 ま え 、 自 ら の 農 場 の 防 疫 体 制 及 び 飼 養 衛 生

管 理 状 況 を 定 期 的 に 点 検 し 、 改 善 を 図 る こ と

。 家 畜 保 健 衛 生 所 が 行 う 検 査 を 受 け 、 指 導 に

従 う こ と 。 

 

 

 

（ 飼 養 衛 生 管 理 マ ニ ュ ア ル の 作 成 及 び 従 事 者

等 へ の 周 知 徹 底 ） 

３ 次 に 掲 げ る 事 項 を 規 定 す る マ ニ ュ ア ル を 作

成 す る こ と 。 マ ニ ュ ア ル の 作 成 に 当 た つ て は

、 獣 医 師 等 の 専 門 家 の 意 見 を 反 映 さ せ る こ と

。 従 事 者 及 び 外 部 事 業 者 が 当 該 マ ニ ュ ア ル を

遵 守 す る よ う 、 当 該 マ ニ ュ ア ル を 印 字 し た 冊

子 の 配 布 、 看 板 の 設 置 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

講 ず る こ と 。 家 畜 の 伝 染 性 疾 病 の 発 生 の 予 防

及 び ま ん 延 の 防 止 に 関 す る 情 報 を 従 事 者 及 び

外 部 事 業 者 に 周 知 徹 底 す る こ と 。 

⑴ ～ ⑶ （ 略 ） 

⑷ 衛 生 管 理 区 域 及 び そ の 出 入 口 並 び に 消 毒

設 備 等 の 衛 生 対 策 設 備 の 設 置 箇 所 を 明 示 し

た 農 場 の 平 面 図 

し し １ （ 略 ） 

（ 家 畜 防 疫 に 関 す る 最 新 情 報 の 把 握 及 び 衛 生

管 理 の 実 践 ） 

２ 飼 養 す る 家 畜 が 感 染 す る 伝 染 性 疾 病 の 発 生

の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 に 関 し 、 家 畜 保 健 衛

生 所 か ら 提 供 さ れ る 情 報 を 必 ず 確 認 す る こ と

。 家 畜 保 健 衛 生 所 等 が 開 催 す る 家 畜 衛 生 に 関

す る 講 習 会 へ の 参 加 、 農 林 水 産 省 の ウ ェ ブ サ

イ ト の 閲 覧 等 を 通 じ て 、 家 畜 防 疫 に 関 す る 情

報 を 積 極 的 に 把 握 す る こ と 。 こ れ ら の 情 報 を

踏 ま え 、 自 ら の 農 場 の 防 疫 体 制 及 び 飼 養 衛 生

管 理 状 況 を 定 期 的 に 点 検 し 、 改 善 を 図 る こ と

。 ま た 、 農 場 の 最 新 の 防 疫 体 制 が 確 認 で き る

よ う 、 消 毒 設 備 等 の 衛 生 対 策 設 備 の 設 置 箇 所

を 明 示 し た 農 場 の 平 面 図 を 作 成 し 、 備 え て お

く こ と 。 家 畜 保 健 衛 生 所 が 行 う 検 査 を 受 け 、

指 導 に 従 う こ と 。 

（ 飼 養 衛 生 管 理 マ ニ ュ ア ル の 作 成 及 び 従 事 者

等 へ の 周 知 徹 底 ） 

３ 次 に 掲 げ る 事 項 を 規 定 す る マ ニ ュ ア ル を 作

成 す る こ と 。 マ ニ ュ ア ル の 作 成 に 当 た つ て は

、 獣 医 師 等 の 専 門 家 の 意 見 を 反 映 さ せ る こ と

。 従 事 者 及 び 外 部 事 業 者 が 当 該 マ ニ ュ ア ル を

遵 守 す る よ う 、 当 該 マ ニ ュ ア ル を 印 字 し た 冊

子 の 配 布 、 看 板 の 設 置 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

講 ず る こ と 。 家 畜 の 伝 染 性 疾 病 の 発 生 の 予 防

及 び ま ん 延 の 防 止 に 関 す る 情 報 を 従 事 者 及 び

外 部 事 業 者 に 周 知 徹 底 す る こ と 。 

⑴ ～ ⑶ （ 略 ） 

（ 新 設 ） 
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⑸ ～ ⑺ （ 略 ） 

（ 削 る ） 

 

⑻ （ 略 ） 

⑼ 手 指 、 衣 服 、 靴 、 物 品 、 車 両 、 施 設 等 の

洗 浄 及 び 消 毒 並 び に 防 疫 の た め の 更 衣 に 関

す る 具 体 的 な 方 法 、 消 毒 薬 の 種 類 、 作 用 時

間 及 び 乾 燥 時 間 等 
（ 削 る ） 

 

 

（ 記 録 の 作 成 及 び 保 管 ） 

４ 次 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 記 録 を 作 成 し 、 少

な く と も 一 年 間 保 存 す る こ と 。 

⑴ ・ ⑵ （ 略 ） 

⑶ 導 入 、 出 荷 又 は 移 動 を 行 つ た 家 畜 の 種 類

、 頭 数 及 び 健 康 状 態 、 導 入 元 又 は 出 荷 若 し

く は 移 動 先 の 農 場 等 の 名 称 並 び に 導 入 、 出

荷 又 は 移 動 の 年 月 日 

（ 削 る ） 

 

 

⑷ ・ ⑸ （ 略 ） 

（ 大 規 模 所 有 者 が 講 ず る 措 置 ） 

５ 大 規 模 所 有 者 は 、 以 下 の 措 置 を 講 ず る こ と

。 

⑴ ・ ⑵ （ 略 ） 

⑶ 大 規 模 所 有 者 の う ち 、 特 に 家 畜 の 頭 数 が

多 く 監 視 伝 染 病 が 発 生 し た 場 合 の 殺 処 分 等

に 多 大 な 時 間 を 要 す る と 都 道 府 県 知 事 が 認

め る 者 は 、 監 視 伝 染 病 の 発 生 に 備 え た 対 応

計 画 （ 防 疫 措 置 の 実 施 に 関 し て 所 有 者 が 行

⑷ ～ ⑹ （ 略 ） 

⑺ 猫 等 の 愛 玩 動 物 の 衛 生 管 理 区 域 内 で の 飼

育 禁 止 

⑻ （ 略 ） 

⑼ 農 場 に お け る 防 疫 の た め の 更 衣 

 

 

 

⑽ 手 指 、 衣 服 、 靴 、 物 品 、 車 両 、 施 設 等 の

洗 浄 及 び 消 毒 に 関 す る 具 体 的 な 方 法 、 消 毒

薬 の 種 類 、 作 用 時 間 及 び 乾 燥 時 間 等 

（ 記 録 の 作 成 及 び 保 管 ） 

４ 次 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 記 録 を 作 成 し 、 少

な く と も 一 年 間 保 存 す る こ と 。 

⑴ ・ ⑵ （ 略 ） 

⑶ 導 入 し た 家 畜 の 種 類 、 頭 数 及 び 健 康 状 態

、 導 入 元 の 農 場 等 の 名 称 並 び に 導 入 の 年 月

日 

 

⑷ 出 荷 又 は 移 動 を 行 つ た 家 畜 の 種 類 、 頭 数

及 び 健 康 状 態 、 出 荷 又 は 移 動 先 の 農 場 等 の

名 称 並 び に 出 荷 又 は 移 動 の 年 月 日 

⑸ ・ ⑹ （ 略 ） 

（ 大 規 模 所 有 者 が 講 ず る 措 置 ） 

５ 大 規 模 所 有 者 は 、 以 下 の 措 置 を 講 ず る こ と

。 

⑴ ・ ⑵ （ 略 ）  

⑶ 大 規 模 所 有 者 の う ち 、 特 に 家 畜 の 頭 数 が

多 く 監 視 伝 染 病 が 発 生 し た 場 合 の 殺 処 分 等

に 多 大 な 時 間 を 要 す る と 都 道 府 県 知 事 が 認

め る 者 は 、 監 視 伝 染 病 の 発 生 に 備 え た 対 応

計 画 （ 家 畜 の 死 体 の 焼 却 又 は 埋 却 の 実 施 に
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う 人 員 、 資 材 、 機 材 等 の 準 備 及 び 家 畜 の 死

体 の 焼 却 又 は 埋 却 の 実 施 に 関 す る 事 項 を 含

む 。 ） を 策 定 す る こ と 。 

６ （ 略 ） 

（ 家 畜 伝 染 病 の 発 生 リ ス ク の 高 ま り に 対 す る

準 備 ） 

７ 家 畜 の 所 有 者 は 、 野 生 動 物 が 豚 熱 等 の 家 畜

伝 染 病 の 病 原 体 に 感 染 し た こ と が 確 認 さ れ て

い る な ど 家 畜 伝 染 病 の 発 生 リ ス ク が 高 ま つ て

い る も の と し て 農 林 水 産 大 臣 が 指 定 す る 地 域

（ 以 下 こ の 項 に お い て 「 大 臣 指 定 地 域 」 と い

う 。 ） に お い て 追 加 措 置 を 講 ず る こ と と な る

1
6

、 2
2

、 2
5

、 2
7

及 び 2
8
に つ い て 、 平 時 か ら

そ の 取 組 内 容 を 習 熟 し て お く こ と 。 

８ （ 略 ） 

（ 分 割 管 理 を 導 入 す る 際 の 措 置 ） 

９ 豚 熱 等 の 発 生 時 の 影 響 の 緩 和 を 図 る た め 、

衛 生 管 理 区 域 及 び 人 、 車 両 、 物 等 の 動 線 の 見

直 し に よ り 、 農 場 を 分 割 し て 管 理 す る こ と に

取 り 組 む 場 合 は 、 家 畜 保 健 衛 生 所 の 確 認 を 受

け 、 指 導 に 従 う こ と 。 

1
0  （ 略 ） 

 （ 埋 却 等 に 備 え た 措 置 ） 

1
1  法 第 二 十 一 条 の 規 定 に 基 づ く 家 畜 の 死 体 の

埋 却 の 用 に 供 す る 土 地( 家 畜( 月 齢 が 満 三 月 以

上 の も の に 限 る 。) 一 頭 当 た り 〇 ・ 九 平 方 メ

ー ト ル を 標 準 と す る 。) 又 は 家 畜 の 死 体 の 焼

却 の 用 に 供 す る 焼 却 施 設( 以 下 1
1
に お い て 「

埋 却 地 等 」 と い う 。) を 確 保 す る こ と 。 た だ

し 、 埋 却 地 等 の 確 保 が 困 難 な 場 合 に お い て は

、 都 道 府 県 知 事 が 講 ず る 土 地 の 確 保 又 は 焼 却

若 し く は 化 製 の た め の 施 設 若 し く は 機 械 の 利

関 す る 事 項 を 含 む 。 ） を 策 定 す る こ と 。 

 

 

６ （ 略 ） 

（ 家 畜 伝 染 病 の 発 生 リ ス ク の 高 ま り に 対 す る

準 備 ） 

７ 家 畜 の 所 有 者 は 、 野 生 動 物 が 豚 熱 等 の 家 畜

伝 染 病 の 病 原 体 に 感 染 し た こ と が 確 認 さ れ て

い る な ど 家 畜 伝 染 病 の 発 生 リ ス ク が 高 ま つ て

い る も の と し て 農 林 水 産 大 臣 が 指 定 す る 地 域

（ 以 下 こ の 項 に お い て 「 大 臣 指 定 地 域 」 と い

う 。 ） に お い て 追 加 措 置 を 講 ず る こ と と な る

1
4

、 2
2

、 2
6

、 2
8

及 び 2
9
に つ い て 、 平 時 か ら

そ の 取 組 内 容 を 習 熟 し て お く こ と 。 

８ （ 略 ） 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

９ （ 略 ） 

 （ 埋 却 等 に 備 え た 措 置 ） 

1
0  法 第 二 十 一 条 の 規 定 に 基 づ く 家 畜 の 死 体 の

埋 却 の 用 に 供 す る 土 地( 家 畜( 月 齢 が 満 三 月 以

上 の も の に 限 る 。) 一 頭 当 た り 〇 ・ 九 平 方 メ

ー ト ル を 標 準 と す る 。) 又 は 家 畜 の 死 体 の 焼

却 の 用 に 供 す る 焼 却 施 設( 以 下 1
0
に お い て 「

埋 却 地 等 」 と い う 。) を 確 保 す る こ と 。 た だ

し 、 埋 却 地 等 の 確 保 が 困 難 な 場 合 に お い て は

、 都 道 府 県 知 事 が 講 ず る 土 地 の 確 保 又 は 焼 却

若 し く は 化 製 の た め の 施 設 若 し く は 機 械 の 利
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用 に 係 る 措 置 に つ い て 都 道 府 県 知 事 が 求 め る

取 組 を 行 う こ と を も つ て 、 埋 却 地 等 の 確 保 に

代 え る こ と が で き る 。 

1
2 ・ 1
3  （ 略 ） 

（ 飼 養 す る 家 畜 の 健 康 観 察 ） 

1
4  他 の 農 場 等 か ら 家 畜 を 導 入 す る 場 合 に は 、

導 入 元 の 農 場 等 に お け る 家 畜 の 伝 染 性 疾 病 の

発 生 状 況 及 び 導 入 す る 家 畜 の 健 康 状 態 を 確 認

す る こ と 等 に よ り 健 康 な 家 畜 を 導 入 す る こ と

。 導 入 し た 家 畜 に 家 畜 の 伝 染 性 疾 病 に か か つ

て い る 可 能 性 の あ る 異 状 が な い こ と を 確 認 す

る ま で の 間 、 他 の 家 畜 と 直 接 接 触 さ せ な い よ

う に す る こ と 。 ま た 、 毎 日 、 飼 養 す る 家 畜 の

健 康 観 察 （ 家 畜 の 健 康 状 態 の 確 認 に 加 え 、 出

生 及 び 死 亡 の 状 況 の 確 認 を 含 む 。 ） を 行 う こ

と 。 家 畜 を 出 荷 等 に よ り 農 場 外 へ 移 動 さ せ る

場 合 に は 、 移 動 の 直 前 に 当 該 家 畜 の 健 康 状 態

を 確 認 す る こ と 。 

第 二 衛 生 管 理 区 域 へ の 病 原 体 の 侵 入 防 止 

1
5
～ 1
7  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 専 用 の 衣 服 及 び 靴 の 設 置 並 び

に 使 用 ） 

1
8  衛 生 管 理 区 域 専 用 の 衣 服 及 び 靴 （ 衛 生 管 理

区 域 に 立 ち 入 る 際 に 着 用 し て い る 衣 服 の 上 か

ら 着 用 す る 衛 生 的 な 衣 服 及 び 靴 の 上 か ら 着 用

す る 衛 生 的 な ブ ー ツ カ バ ー を 含 む 。 以 下 こ の

項 に お い て 同 じ 。 ） を 設 置 し 、 衛 生 管 理 区 域

に 立 ち 入 る 者 に 対 し 、 こ れ ら を 着 実 に 着 用 さ

せ る こ と （ そ の 者 が 当 該 衛 生 管 理 区 域 専 用 の

衣 服 及 び 靴 を 持 参 し 、 こ れ ら を 着 用 す る 場 合

並 び に そ の 者 が 当 該 衛 生 管 理 区 域 か ら 退 出 す

る ま で の 間 に 、 病 原 体 を 拡 散 さ せ る 可 能 性 が

用 に 係 る 措 置 に つ い て 都 道 府 県 知 事 が 求 め る

取 組 を 行 う こ と を も つ て 、 埋 却 地 等 の 確 保 に

代 え る こ と が で き る 。 

1
1 ・ 1
2  （ 略 ） 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 二 衛 生 管 理 区 域 へ の 病 原 体 の 侵 入 防 止 

1
3
～ 1
5  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 専 用 の 衣 服 及 び 靴 の 設 置 並 び

に 使 用 ） 

1
6  衛 生 管 理 区 域 専 用 の 衣 服 及 び 靴 （ 衛 生 管 理

区 域 に 立 ち 入 る 際 に 着 用 し て い る 衣 服 の 上 か

ら 着 用 す る 衛 生 的 な 衣 服 及 び 靴 の 上 か ら 着 用

す る 衛 生 的 な ブ ー ツ カ バ ー を 含 む 。 以 下 こ の

項 に お い て 同 じ 。 ） を 設 置 し 、 衛 生 管 理 区 域

に 立 ち 入 る 者 に 対 し 、 こ れ ら を 着 実 に 着 用 さ

せ る こ と （ そ の 者 が 当 該 衛 生 管 理 区 域 専 用 の

衣 服 及 び 靴 を 持 参 し 、 こ れ ら を 着 用 す る 場 合

を 除 く 。 ） 。 更 衣 に よ る 病 原 体 の 衛 生 管 理 区

域 へ の 侵 入 を 防 ぐ た め 、 着 脱 前 後 の 衣 服 及 び
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な い 場 合 を 除 く 。 ） 。 更 衣 に よ る 病 原 体 の 衛

生 管 理 区 域 へ の 侵 入 を 防 ぐ た め 、 着 脱 前 後 の

衣 服 及 び 靴 を す の こ 、 分 離 板 等 で 場 所 を 離 し

て 保 管 し 、 か つ 、 更 衣 の 前 後 に 利 用 す る 経 路

を 一 方 通 行 と す る こ と そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

講 ず る こ と 。 衣 服 又 は 靴 に 排 せ つ 物 、 汚 泥 等

が 付 着 し た 場 合 に は 、 洗 浄 及 び 消 毒 を 行 う こ

と 。 
1
9  （ 略 ） 

（ 他 の 畜 産 関 係 施 設 等 で 使 用 し た 物 品 等 を 衛

生 管 理 区 域 に 持 ち 込 む 際 の 措 置 ） 

2
0  他 の 畜 産 関 係 施 設 等 で 使 用 し 、 若 し く は 使

用 し た お そ れ が あ る 物 品 又 は 過 去 四 月 以 内 に

海 外 で 使 用 し た 衣 服 及 び 靴 は 、 原 則 、 衛 生 管

理 区 域 内 に 持 ち 込 ま な い こ と 。 や む を 得 ず 持

ち 込 む 場 合 に は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必 要 な

措 置 を 講 ず る こ と 。 

 

 

（ 削 る ） 

 

 

 

 

（ 削 る ） 

 

 

2
1
・ 2
2  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 へ の 野 生 動 物 の 侵 入 防 止 ） 

2
3  野 生 い の し し の 生 息 地 域 に 所 在 す る 農 場 に

お い て は 、 衛 生 管 理 区 域 に 野 生 い の し し が 侵

入 し な い よ う 防 護 柵 の 設 置 （ 野 生 い の し し 等

靴 を す の こ 、 分 離 板 等 で 場 所 を 離 し て 保 管 し

、 か つ 、 更 衣 の 前 後 に 利 用 す る 経 路 を 一 方 通

行 と す る こ と そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ

と 。 衣 服 又 は 靴 に 排 せ つ 物 、 汚 泥 等 が 付 着 し

た 場 合 に は 、 洗 浄 及 び 消 毒 を 行 う こ と 。 

 

 

 

1
7  （ 略 ） 

（ 他 の 畜 産 関 係 施 設 等 で 使 用 し た 物 品 を 衛 生

管 理 区 域 に 持 ち 込 む 際 の 措 置 ） 

1
8  他 の 畜 産 関 係 施 設 等 で 使 用 し 、 又 は 使 用 し

た お そ れ が あ る 物 品 は 、 原 則 、 衛 生 管 理 区 域

内 に 持 ち 込 ま な い こ と 。 や む を 得 ず 持 ち 込 む

場 合 に は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

講 ず る こ と 。 

 

（ 海 外 で 使 用 し た 衣 服 等 を 衛 生 管 理 区 域 に 持

ち 込 む 際 の 措 置 ）  

1
9  過 去 四 月 以 内 に 海 外 で 使 用 し た 衣 服 及 び 靴

を 衛 生 管 理 区 域 に 持 ち 込 ま な い こ と 。 や む を

得 ず 持 ち 込 む 場 合 に は 、 事 前 に 洗 浄 、 消 毒 そ

の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。 

（ 飲 用 水 の 給 与 ） 

2
0  飼 養 す る 家 畜 に 水 道 水 等 の 飲 用 に 適 し た 水

以 外 の 水 を 給 与 す る 場 合 に は 、 こ れ を 消 毒 す

る こ と 。 

2
1
・ 2
2  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 へ の 野 生 動 物 の 侵 入 防 止 ） 

2
3  野 生 い の し し の 生 息 地 域 に 所 在 す る 農 場 に

お い て は 、 衛 生 管 理 区 域 に 野 生 い の し し が 侵

入 し な い よ う 防 護 柵 の 設 置 （ 野 生 い の し し 等
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の く ぐ り 抜 け を 防 止 で き る も の に 限 る 。 放 牧

場 等 の 屋 外 飼 養 施 設 の 場 合 は 、 二 重 柵 等 の 野

生 い の し し 等 と の 接 触 防 止 対 策 が 講 じ ら れ た

も の に 限 る 。 ） そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る

こ と 。 定 期 的 に 防 護 柵 そ の 他 の 破 損 状 況 を 確

認 し 、 破 損 が あ る 場 合 に は 、 遅 滞 な く そ の 破

損 箇 所 を 修 繕 す る こ と 。 

 

 

（ 削 る ） 

 

（ 削 る ） 

 

 

 

 

 

 

 

第 三 衛 生 管 理 区 域 内 に お け る 病 原 体 に よ る 汚

染 拡 大 防 止 

2
4
・ 2
5  （ 略 ） 

（ 器 具 の 定 期 的 な 清 掃 又 は 消 毒 等 ） 

2
6  飼 養 管 理 に 使 用 す る 器 具 は 畜 舎 に 持 ち 込 む

際 に 消 毒 す る と と も に 、 清 掃 又 は 消 毒 を 定 期

的 に す る こ と 。 注 射 針 、 人 工 授 精 用 器 具 そ の

他 の 体 液 が 付 着 す る 物 品 を 使 用 す る 際 は 、 注

射 針 に あ つ て は 少 な く と も 畜 房 ご と に 、 人 工

授 精 用 器 具 そ の 他 の 物 品 に あ っ て は 一 頭 ご と

に 交 換 又 は 消 毒 を す る こ と 。 

（ 畜 舎 外 で の 病 原 体 に よ る 汚 染 防 止 ） 

2
7  大 臣 指 定 地 域 に お い て は 、 畜 舎 間 で 家 畜 を

の く ぐ り 抜 け を 防 止 で き る も の に 限 る 。 放 牧

場 等 の 屋 外 飼 養 施 設 の 場 合 は 、 二 重 柵 等 の 野

生 い の し し 等 と の 接 触 防 止 対 策 が 講 じ ら れ た

も の に 限 る 。 ） そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る

こ と 。 定 期 的 に 防 護 柵 そ の 他 の 破 損 状 況 を 確

認 し 、 破 損 が あ る 場 合 に は 、 遅 滞 な く そ の 破

損 箇 所 を 修 繕 す る こ と 。 ね ず み 等 の 野 生 動 物

が 隠 れ る 場 所 を な く す よ う 、 防 護 柵 周 囲 の 除

草 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。 

〔 家 畜 に 関 す る 事 項 〕 

（ 家 畜 を 導 入 す る 際 の 健 康 観 察 等 ） 

2
4  他 の 農 場 等 か ら 家 畜 を 導 入 す る 場 合 に は 、

導 入 元 の 農 場 等 に お け る 家 畜 の 伝 染 性 疾 病 の

発 生 状 況 及 び 導 入 す る 家 畜 の 健 康 状 態 を 確 認

す る こ と 等 に よ り 健 康 な 家 畜 を 導 入 す る こ と

。 導 入 し た 家 畜 に 家 畜 の 伝 染 性 疾 病 に か か つ

て い る 可 能 性 の あ る 異 状 が な い こ と を 確 認 す

る ま で の 間 、 他 の 家 畜 と 直 接 接 触 さ せ な い よ

う に す る こ と 。 

第 三 衛 生 管 理 区 域 内 に お け る 病 原 体 に よ る 汚

染 拡 大 防 止 

2
5
・ 2
6  （ 略 ） 

（ 器 具 の 定 期 的 な 清 掃 又 は 消 毒 等 ） 

2
7  飼 養 管 理 に 使 用 す る 器 具 の 清 掃 又 は 消 毒 を

定 期 的 に す る こ と 。 注 射 針 、 人 工 授 精 用 器 具

そ の 他 の 体 液 が 付 着 す る 物 品 を 使 用 す る 際 は

、 注 射 針 に あ つ て は 少 な く と も 畜 房 ご と に 、

人 工 授 精 用 器 具 そ の 他 の 物 品 に あ っ て は 一 頭

ご と に 交 換 又 は 消 毒 を す る こ と 。 

 

（ 畜 舎 外 で の 病 原 体 に よ る 汚 染 防 止 ） 

2
8  家 畜 の 飼 養 管 理 に 必 要 の な い 物 品 を 畜 舎 に



 

-
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移 動 さ せ る 場 合 に は 、 屋 根 、 壁 等 に よ り 野 生

動 物 等 に よ る 病 原 体 の 侵 入 を 防 止 で き る 畜 舎

間 通 路 、 洗 浄 及 び 消 毒 済 み の ケ ー ジ 、 リ フ ト

等 を 使 用 す る と と も に 、 畜 舎 に 重 機 、 一 輪 車

等 を 持 ち 込 む 場 合 に は 、 畜 舎 の 出 入 口 付 近 に

お い て 洗 浄 及 び 消 毒 を す る こ と 。 

 

 
（ 野 生 動 物 の 侵 入 防 止 の た め の ネ ッ ト 等 の 設

置 、 点 検 及 び 修 繕 並 び に 大 臣 指 定 地 域 に お け

る 放 牧 場 に つ い て の 取 組 ） 

2
8  野 鳥 等 の 野 生 動 物 の 畜 舎 、 飼 料 保 管 庫 、 堆

肥 舎 、 死 体 保 管 庫 等 へ の 侵 入 を 防 止 す る こ と

が で き る 防 鳥 ネ ッ ト （ 網 目 の 大 き さ が 二 セ ン

チ メ ー ト ル 以 下 の も の 又 は こ れ と 同 等 の 効 果

を 有 す る と 認 め ら れ る も の に 限 る 。 以 下 こ の

項 に お い て 同 じ 。 ） そ の 他 の 設 備 を 設 置 す る

と と も に 、 定 期 的 に 当 該 設 備 並 び に 当 該 設 備

が 設 置 さ れ た 畜 舎 等 の 屋 根 及 び 壁 面 の 破 損 状

況 を 確 認 し 、 破 損 が あ る 場 合 に は 、 遅 滞 な く

そ の 破 損 箇 所 を 修 繕 す る こ と 。 ま た 、 大 臣 指

定 地 域 に お い て は 、 放 牧 場 に つ い て 給 餌 場 所

に お け る 防 鳥 ネ ッ ト の 設 置 及 び 家 畜 を 収 容 で

き る 避 難 用 の 設 備 の 確 保 を 行 う こ と 。 

（ 給 餌 設 備 、 給 水 設 備 等 の 病 原 体 に よ る 汚 染

の 防 止 ） 

2
9  畜 舎 の 給 餌 設 備 及 び 給 水 設 備 並 び に 飼 料 の

保 管 場 所 に ね ず み 、 野 鳥 等 の 野 生 動 物 の 排 せ

つ 物 等 が 混 入 し な い よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る

こ と 。 水 道 水 等 の 飲 用 に 適 し た 水 以 外 の 水 を

家 畜 に 給 与 す る 場 合 に は 、 こ れ を 消 毒 す る こ

と 。 

持 ち 込 ま な い こ と 。 大 臣 指 定 地 域 に お い て は

、 畜 舎 間 で 家 畜 を 移 動 さ せ る 場 合 に は 、 屋 根

、 壁 等 に よ り 野 生 動 物 等 に よ る 病 原 体 の 侵 入

を 防 止 で き る 畜 舎 間 通 路 、 洗 浄 及 び 消 毒 済 み

の ケ ー ジ 、 リ フ ト 等 を 使 用 す る と と も に 、 畜

舎 に 重 機 、 一 輪 車 等 を 持 ち 込 む 場 合 に は 、 畜

舎 の 出 入 口 付 近 に お い て 洗 浄 及 び 消 毒 を す る

こ と 。 

（ 野 生 動 物 の 侵 入 防 止 の た め の ネ ッ ト 等 の 設

置 、 点 検 及 び 修 繕 並 び に 大 臣 指 定 地 域 に お け

る 放 牧 場 に つ い て の 取 組 ） 

2
9  野 鳥 等 の 野 生 動 物 の 畜 舎 、 飼 料 保 管 庫 、 堆

肥 舎 、 死 体 保 管 庫 等 へ の 侵 入 を 防 止 す る こ と

が で き る 防 鳥 ネ ッ ト （ 網 目 の 大 き さ が 二 セ ン

チ メ ー ト ル 以 下 の も の 又 は こ れ と 同 等 の 効 果

を 有 す る と 認 め ら れ る も の に 限 る 。 以 下 こ の

項 に お い て 同 じ 。 ） そ の 他 の 設 備 を 設 置 す る

と と も に 、 定 期 的 に 当 該 設 備 の 破 損 状 況 を 確

認 し 、 破 損 が あ る 場 合 に は 、 遅 滞 な く そ の 破

損 箇 所 を 修 繕 す る こ と 。 ま た 、 大 臣 指 定 地 域

に お い て は 、 放 牧 場 に つ い て 給 餌 場 所 に お け

る 防 鳥 ネ ッ ト の 設 置 及 び 家 畜 を 収 容 で き る 避

難 用 の 設 備 の 確 保 を 行 う こ と 。 

 

（ 給 餌 設 備 、 給 水 設 備 等 へ の 野 生 動 物 の 排 せ

つ 物 等 の 混 入 の 防 止 ） 

3
0  畜 舎 の 給 餌 設 備 及 び 給 水 設 備 並 び に 飼 料 の

保 管 場 所 に ね ず み 、 野 鳥 等 の 野 生 動 物 の 排 せ

つ 物 等 が 混 入 し な い よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る

こ と 。 
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（ ね ず み 及 び 害 虫 の 駆 除 ） 

3
0  ね ず み 及 び は え 等 の 害 虫 の 駆 除 を 行 う た め

に 殺 そ 剤 及 び 殺 虫 剤 の 散 布 、 粘 着 シ ー ト の 設

置 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。 

 

 

（ 衛 生 管 理 区 域 内 の 整 理 整 頓 、 畜 舎 等 施 設 の

清 掃 及 び 消 毒 ） 
3
1  衛 生 管 理 区 域 内 は 、 ね ず み 等 の 野 生 動 物 の

隠 れ ら れ る 場 所 を な く す と と も に 、 病 原 体 が

侵 入 し た 場 合 に 当 該 病 原 体 が 残 存 し な い よ う

、 不 要 な 資 材 等 の 処 分 、 除 草 及 び 資 材 、 機 材

等 の 整 理 整 頓 等 並 び に 畜 舎 そ の 他 の 衛 生 管 理

区 域 内 に あ る 施 設 の 清 掃 を 行 つ て 、 敷 地 及 び

畜 舎 等 の 施 設 を 定 期 的 に 消 毒 す る こ と 。 

 

（ 削 る ） 

 

 

（ 削 る ） 

 

（ 削 る ） 

 

 

第 四 衛 生 管 理 区 域 外 へ の 病 原 体 の 拡 散 防 止 

（ 衛 生 管 理 区 域 か ら 退 出 す る 者 の 手 指 消 毒 等

） 

3
2  衛 生 管 理 区 域 の 出 口 付 近 に 消 毒 設 備 を 設 置

し 、 退 出 す る 者 に 対 し 、 当 該 消 毒 設 備 を 利 用

し て 手 指 の 洗 浄 及 び 消 毒 を さ せ る こ と （ そ の

者 が 当 該 消 毒 設 備 と 同 等 以 上 の 効 果 を 有 す る

消 毒 機 器 を 携 行 し 、 当 該 出 口 付 近 に お い て 当

（ ね ず み 及 び 害 虫 の 駆 除 ） 

3
1  ね ず み 及 び は え 等 の 害 虫 の 駆 除 を 行 う た め

に 殺 そ 剤 及 び 殺 虫 剤 の 散 布 、 粘 着 シ ー ト の 設

置 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る と と も に 、 畜

舎 の 屋 根 又 は 壁 面 に 破 損 が あ る 場 合 に は 、 遅

滞 な く そ の 破 損 箇 所 を 修 繕 す る こ と 。 

（ 衛 生 管 理 区 域 内 の 整 理 整 頓 及 び 消 毒 ） 

 

3
2  衛 生 管 理 区 域 内 は 、 ね ず み 等 の 野 生 動 物 の

隠 れ ら れ る 場 所 を な く す と と も に 、 病 原 体 が

侵 入 し た 場 合 に 当 該 病 原 体 が 残 存 し な い よ う

、 不 要 な 資 材 等 の 処 分 、 除 草 及 び 資 材 、 機 材

等 の 整 理 整 頓 等 を 行 つ て 、 敷 地 を 定 期 的 に 消

毒 す る こ と 。 

 

（ 畜 舎 等 施 設 の 清 掃 及 び 消 毒 ） 

3
3  畜 舎 そ の 他 の 衛 生 管 理 区 域 内 に あ る 施 設 を

飼 養 衛 生 管 理 マ ニ ュ ア ル に 基 づ き 定 期 的 に 清

掃 及 び 消 毒 す る こ と 。 

〔 家 畜 に 関 す る 事 項 〕 

（ 毎 日 の 健 康 観 察 ） 

3
4  毎 日 、 飼 養 す る 家 畜 の 健 康 観 察 （ 家 畜 の 健

康 状 態 の 確 認 に 加 え 、 出 生 及 び 死 亡 の 状 況 の

確 認 を 含 む 。 ） を 行 う こ と 。 

第 四 衛 生 管 理 区 域 外 へ の 病 原 体 の 拡 散 防 止 

（ 衛 生 管 理 区 域 か ら 退 出 す る 者 の 手 指 消 毒 等

） 

3
5  衛 生 管 理 区 域 の 出 口 付 近 に 消 毒 設 備 を 設 置

し 、 退 出 す る 者 に 対 し 、 当 該 消 毒 設 備 を 利 用

し て 手 指 の 洗 浄 及 び 消 毒 を さ せ る こ と （ そ の

者 が 当 該 消 毒 設 備 と 同 等 以 上 の 効 果 を 有 す る

消 毒 機 器 を 携 行 し 、 当 該 出 口 付 近 に お い て 当
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該 消 毒 機 器 を 利 用 し て 消 毒 を す る 場 合 及 び そ

の 者 に 衛 生 管 理 区 域 専 用 の 手 袋 を 着 用 さ せ 、

当 該 衛 生 管 理 区 域 内 に お い て 病 原 体 に よ る 汚

染 が な い 状 況 で 出 口 に お い て 手 袋 を 外 す 場 合

を 除 く 。 ） 。 

3
3  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 か ら 搬 出 す る 物 品 の 消 毒 等 ） 

3
4  衛 生 管 理 区 域 か ら 家 畜 の 排 せ つ 物 等 が 付 着

し 、 又 は 付 着 し た お そ れ の あ る 物 品 を 持 ち 出

す 場 合 に あ つ て は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必 要

な 措 置 を 講 じ 、 家 畜 の 死 体 又 は 排 せ つ 物 を 持

ち 出 す 場 合 に あ つ て は 、 漏 出 が 生 じ な い よ う

に す る こ と 。 

 

（ 削 る ） 

 

 

 

 

3
5
・ 3
6  （ 略 ） 

  
  

三 鶏 、 あ ひ る

、 う ず ら 、 き

じ 、 エ ミ ュ ー

、 だ ち よ う 、

ほ ろ ほ ろ 鳥 及

び 七 面 鳥 

第 一 家 畜 防 疫 に 関 す る 基 本 的 事 項 

１ （ 略 ） 

（ 家 畜 防 疫 に 関 す る 最 新 情 報 の 把 握 及 び 衛 生

管 理 の 実 践 ） 

２ 飼 養 す る 家 き ん が 感 染 す る 伝 染 性 疾 病 の 発

生 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 に 関 し 、 家 畜 保 健

衛 生 所 か ら 提 供 さ れ る 情 報 を 必 ず 確 認 す る こ

と 。 家 畜 保 健 衛 生 所 等 が 開 催 す る 家 畜 衛 生 に

関 す る 講 習 会 へ の 参 加 、 農 林 水 産 省 の ウ ェ ブ

サ イ ト の 閲 覧 等 を 通 じ て 、 家 畜 防 疫 に 関 す る

情 報 を 積 極 的 に 把 握 す る こ と 。 こ れ ら の 情 報

該 消 毒 機 器 を 利 用 し て 消 毒 を す る 場 合 を 除 く

。 ） 。 

 

 

 

3
6  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 か ら 搬 出 す る 物 品 の 消 毒 等 ） 

3
7  家 畜 の 排 せ つ 物 等 が 付 着 し 、 又 は 付 着 し た

お そ れ の あ る 物 品 を 衛 生 管 理 区 域 か ら 持 ち 出

す 場 合 に は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必 要 な 措 置

を 講 ず る こ と 。 

 

 

（ 家 畜 の 出 荷 又 は 移 動 時 の 健 康 観 察 ） 

3
8  家 畜 を 出 荷 等 に よ り 農 場 外 へ 移 動 さ せ る 場

合 に は 、 移 動 の 直 前 に 当 該 家 畜 の 健 康 状 態 を

確 認 す る こ と 。 ま た 、 家 畜 の 死 体 又 は 排 せ つ

物 を 移 動 さ せ る 場 合 に は 、 漏 出 が 生 じ な い よ

う に す る こ と 。 

3
9
・ 4
0  （ 略 ） 

  
  

三 鶏 、 あ ひ る

、 う ず ら 、 き

じ 、 だ ち よ う

、 ほ ろ ほ ろ 鳥

及 び 七 面 鳥 

第 一 家 畜 防 疫 に 関 す る 基 本 的 事 項 

１ （ 略 ） 

（ 家 畜 防 疫 に 関 す る 最 新 情 報 の 把 握 及 び 衛 生

管 理 の 実 践 ） 

２ 飼 養 す る 家 き ん が 感 染 す る 伝 染 性 疾 病 の 発

生 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 に 関 し 、 家 畜 保 健

衛 生 所 か ら 提 供 さ れ る 情 報 を 必 ず 確 認 す る こ

と 。 家 畜 保 健 衛 生 所 等 が 開 催 す る 家 畜 衛 生 に

関 す る 講 習 会 へ の 参 加 、 農 林 水 産 省 の ウ ェ ブ

サ イ ト の 閲 覧 等 を 通 じ て 、 家 畜 防 疫 に 関 す る

情 報 を 積 極 的 に 把 握 す る こ と 。 こ れ ら の 情 報
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を 踏 ま え 、 自 ら の 農 場 の 防 疫 体 制 及 び 飼 養 衛

生 管 理 状 況 を 定 期 的 に 点 検 し 、 改 善 を 図 る こ

と 。 家 畜 保 健 衛 生 所 が 行 う 検 査 を 受 け 、 指 導

に 従 う こ と 。 

 

 

 

（ 飼 養 衛 生 管 理 マ ニ ュ ア ル の 作 成 及 び 従 事 者

等 へ の 周 知 徹 底 ） 

３ 次 に 掲 げ る 事 項 を 規 定 す る マ ニ ュ ア ル を 作

成 す る こ と 。 マ ニ ュ ア ル の 作 成 に 当 た つ て は

、 獣 医 師 等 の 専 門 家 の 意 見 を 反 映 さ せ る こ と

。 従 事 者 及 び 外 部 事 業 者 が 当 該 マ ニ ュ ア ル を

遵 守 す る よ う 、 当 該 マ ニ ュ ア ル を 印 字 し た 冊

子 の 配 布 、 看 板 の 設 置 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

講 ず る こ と 。 家 き ん の 伝 染 性 疾 病 の 発 生 の 予

防 及 び ま ん 延 の 防 止 に 関 す る 情 報 を 従 事 者 及

び 外 部 事 業 者 に 周 知 徹 底 す る こ と 。 

⑴ ～ ⑶ （ 略 ） 

⑷ 消 毒 設 備 等 の 衛 生 対 策 設 備 の 設 置 箇 所 を

明 示 し た 農 場 の 平 面 図 

⑸ ～ ⑺ （ 略 ） 

（ 削 る ） 

 

⑻ （ 略 ） 

⑼ 手 指 、 衣 服 、 靴 、 物 品 、 車 両 、 施 設 等 の

洗 浄 及 び 消 毒 並 び に 防 疫 の た め の 更 衣 に 関

す る 具 体 的 な 方 法 、 消 毒 薬 の 種 類 、 作 用 時

間 及 び 乾 燥 時 間 等 

（ 削 る ） 

 

 

を 踏 ま え 、 自 ら の 農 場 の 防 疫 体 制 及 び 飼 養 衛

生 管 理 状 況 を 定 期 的 に 点 検 し 、 改 善 を 図 る こ

と 。 ま た 、 農 場 の 最 新 の 防 疫 体 制 が 確 認 で き

る よ う 、 消 毒 設 備 等 の 衛 生 対 策 設 備 の 設 置 箇

所 を 明 示 し た 農 場 の 平 面 図 を 作 成 し 、 備 え て

お く こ と 。 家 畜 保 健 衛 生 所 が 行 う 検 査 を 受 け

、 指 導 に 従 う こ と 。 

（ 飼 養 衛 生 管 理 マ ニ ュ ア ル の 作 成 及 び 従 事 者

等 へ の 周 知 徹 底 ） 

３ 次 に 掲 げ る 事 項 を 規 定 す る マ ニ ュ ア ル を 作

成 す る こ と 。 マ ニ ュ ア ル の 作 成 に 当 た つ て は

、 獣 医 師 等 の 専 門 家 の 意 見 を 反 映 さ せ る こ と

。 従 事 者 及 び 外 部 事 業 者 が 当 該 マ ニ ュ ア ル を

遵 守 す る よ う 、 当 該 マ ニ ュ ア ル を 印 字 し た 冊

子 の 配 布 、 看 板 の 設 置 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

講 ず る こ と 。 家 き ん の 伝 染 性 疾 病 の 発 生 の 予

防 及 び ま ん 延 の 防 止 に 関 す る 情 報 を 従 事 者 及

び 外 部 事 業 者 に 周 知 徹 底 す る こ と 。 

⑴ ～ ⑶ （ 略 ） 

（ 新 設 ） 

 

⑷ ～ ⑹ （ 略 ） 

⑺ 猫 等 の 愛 玩 動 物 の 衛 生 管 理 区 域 内 で の 飼

育 禁 止 

⑻ （ 略 ） 

⑼ 農 場 に お け る 防 疫 の た め の 更 衣 

 

 

 

⑽ 手 指 、 衣 服 、 靴 、 物 品 、 車 両 、 施 設 等 の

洗 浄 及 び 消 毒 に 関 す る 具 体 的 な 方 法 、 消 毒

薬 の 種 類 、 作 用 時 間 及 び 乾 燥 時 間 等 
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（ 記 録 の 作 成 及 び 保 管 ） 

４ 次 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 記 録 を 作 成 し 、 少

な く と も 一 年 間 保 存 す る こ と 。 

⑴ 衛 生 管 理 区 域 （ ８ に 規 定 す る 衛 生 管 理 区

域 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） に

立 ち 入 つ た 者( 当 該 農 場 の 従 事 者 を 除 く 。

） の 氏 名 及 び 住 所 又 は 所 属 、 当 該 衛 生 管 理

区 域 へ の 立 入 り の 年 月 日 、 そ の 目 的( 所 属

等 か ら 明 ら か な 場 合 を 除 く 。 ） 並 び に 消 毒

の 実 施 の 有 無( 衛 生 管 理 区 域 に 車 両 を 入 れ

る 者 に あ つ て は 、 当 該 車 両 の 消 毒 の 有 無 を

含 む 。 消 毒 の 実 施 の 記 録 に つ い て は 、 衛 生

管 理 区 域 の 出 入 口 等 に 台 帳 を 設 置 し 、 こ れ

に 記 入 す る こ と 。 ） 並 び に 当 該 立 ち 入 つ た

者 が 過 去 一 週 間 以 内 に 海 外 か ら 入 国 し 、 又

は 帰 国 し た 場 合 に あ つ て は 、 過 去 一 週 間 以

内 に 滞 在 し た 全 て の 国 又 は 地 域 の 名 称 及 び

当 該 国 又 は 地 域 に お け る 畜 産 関 係 施 設 等 へ

の 立 入 り の 有 無 。 た だ し 、 観 光 牧 場 そ の 他

の 不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 立 ち 入 る こ と が 想

定 さ れ る 施 設 に お い て 、 衛 生 管 理 区 域 の 出

入 口 に お け る 手 指 及 び 靴 の 消 毒 な ど 、 不 特

定 か つ 多 数 の 者 が 衛 生 管 理 区 域 に 出 入 り す

る 際 の 病 原 体 の 持 込 み 及 び 持 出 し を 防 止 す

る た め の 規 則 を あ ら か じ め 作 成 し 、 家 畜 防

疫 員 が 適 切 な も の で あ る こ と を 確 認 し た 場

合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

⑵ （ 略 ） 

⑶ 導 入 、 出 荷 又 は 移 動 を 行 つ た 家 き ん の 種

類 、 羽 数 及 び 健 康 状 態 、 導 入 元 又 は 出 荷 若

し く は 移 動 先 の 農 場 等 の 名 称 並 び に 導 入 、

出 荷 又 は 移 動 の 年 月 日 

（ 記 録 の 作 成 及 び 保 管 ） 

４ 次 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 記 録 を 作 成 し 、 少

な く と も 一 年 間 保 存 す る こ と 。 

⑴ 衛 生 管 理 区 域 （ ７ に 規 定 す る 衛 生 管 理 区

域 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） に

立 ち 入 つ た 者( 当 該 農 場 の 従 事 者 を 除 く 。

） の 氏 名 及 び 住 所 又 は 所 属 、 当 該 衛 生 管 理

区 域 へ の 立 入 り の 年 月 日 、 そ の 目 的( 所 属

等 か ら 明 ら か な 場 合 を 除 く 。 ） 並 び に 消 毒

の 実 施 の 有 無( 衛 生 管 理 区 域 に 車 両 を 入 れ

る 者 に あ つ て は 、 当 該 車 両 の 消 毒 の 有 無 を

含 む 。 消 毒 の 実 施 の 記 録 に つ い て は 、 衛 生

管 理 区 域 の 出 入 口 等 に 台 帳 を 設 置 し 、 こ れ

に 記 入 す る こ と 。 ） 並 び に 当 該 立 ち 入 つ た

者 が 過 去 一 週 間 以 内 に 海 外 か ら 入 国 し 、 又

は 帰 国 し た 場 合 に あ つ て は 、 過 去 一 週 間 以

内 に 滞 在 し た 全 て の 国 又 は 地 域 の 名 称 及 び

当 該 国 又 は 地 域 に お け る 畜 産 関 係 施 設 等 へ

の 立 入 り の 有 無 。 た だ し 、 観 光 牧 場 そ の 他

の 不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 立 ち 入 る こ と が 想

定 さ れ る 施 設 に お い て 、 衛 生 管 理 区 域 の 出

入 口 に お け る 手 指 及 び 靴 の 消 毒 な ど 、 不 特

定 か つ 多 数 の 者 が 衛 生 管 理 区 域 に 出 入 り す

る 際 の 病 原 体 の 持 込 み 及 び 持 出 し を 防 止 す

る た め の 規 則 を あ ら か じ め 作 成 し 、 家 畜 防

疫 員 が 適 切 な も の で あ る こ と を 確 認 し た 場

合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

⑵ （ 略 ） 

⑶ 導 入 し た 家 き ん の 種 類 、 羽 数 及 び 健 康 状

態 、 導 入 元 の 農 場 等 の 名 称 並 び に 導 入 の 年

月 日 
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（ 削 る ） 

 

 

⑷ ・ ⑸ （ 略 ） 

（ 大 規 模 所 有 者 が 講 ず る 措 置 ） 

５ 大 規 模 所 有 者 は 、 以 下 の 措 置 を 講 ず る こ と

。 

⑴ （ 略 ） 
⑵ 家 き ん 舎 ご と に 担 当 の 飼 養 衛 生 管 理 者 を

配 置 す る こ と （ 同 一 の 者 が 複 数 の 家 き ん 舎

を 担 当 す る 場 合 に は 、 衛 生 管 理 を 行 う 家 き

ん の 羽 数 の 合 計 が 鶏 及 び う ず ら の 場 合 は 十

万 羽 、 あ ひ る 、 き じ 、 エ ミ ュ ー 、 だ ち よ う

、 ほ ろ ほ ろ 鳥 及 び 七 面 鳥 の 場 合 は 一 万 羽 を

超 え な い こ と 。 ） 。 

⑶ 大 規 模 所 有 者 の う ち 、 特 に 家 き ん の 羽 数

が 多 く 監 視 伝 染 病 が 発 生 し た 場 合 の 殺 処 分

等 に 多 大 な 時 間 を 要 す る と 都 道 府 県 知 事 が

認 め る 者 は 、 以 下 の 措 置 を 講 ず る こ と 。 

 

 

 

① 衛 生 管 理 区 域 及 び 人 、 車 両 、 物 等 の 動

線 の 見 直 し に よ り 、 農 場 を 分 割 し て 管 理

す る こ と （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 分 割 管

理 」 と い う 。 ） の 導 入 に つ い て 検 討 す る

こ と 。 

② 監 視 伝 染 病 の 発 生 に 備 え た 対 応 計 画 （

防 疫 措 置 の 実 施 に 関 し て 所 有 者 が 行 う 人

員 、 資 材 、 機 材 等 の 準 備 及 び 家 き ん の 死

体 の 焼 却 又 は 埋 却 の 実 施 に 関 す る 事 項 を

含 む 。 ） を 策 定 す る こ と 。 

⑷ 出 荷 又 は 移 動 を 行 つ た 家 き ん の 種 類 、 羽

数 及 び 健 康 状 態 、 出 荷 又 は 移 動 先 の 農 場 等

の 名 称 並 び に 出 荷 又 は 移 動 の 年 月 日 

⑸ ・ ⑹ （ 略 ） 

（ 大 規 模 所 有 者 が 講 ず る 措 置 ） 

５ 大 規 模 所 有 者 は 、 以 下 の 措 置 を 講 ず る こ と

。 

⑴ （ 略 ） 

⑵ 家 き ん 舎 ご と に 担 当 の 飼 養 衛 生 管 理 者 を

配 置 す る こ と （ 同 一 の 者 が 複 数 の 家 き ん 舎

を 担 当 す る 場 合 に は 、 衛 生 管 理 を 行 う 家 き

ん の 羽 数 の 合 計 が 鶏 及 び う ず ら の 場 合 は 十

万 羽 、 あ ひ る 、 き じ 、 だ ち よ う 、 ほ ろ ほ ろ

鳥 及 び 七 面 鳥 の 場 合 は 一 万 羽 を 超 え な い こ

と 。 ） 。 

⑶ 大 規 模 所 有 者 の う ち 、 特 に 家 き ん の 羽 数

が 多 く 監 視 伝 染 病 が 発 生 し た 場 合 の 殺 処 分

等 に 多 大 な 時 間 を 要 す る と 都 道 府 県 知 事 が

認 め る 者 は 、 監 視 伝 染 病 の 発 生 に 備 え た 対

応 計 画 （ 家 き ん の 死 体 の 焼 却 又 は 埋 却 の 実

施 に 関 す る 事 項 を 含 む 。 ） を 策 定 す る こ と

。 

  （ 新 設 ） 

 

 

 

 

  （ 新 設 ） 
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③ 飼 養 す る 家 き ん が 感 染 す る 伝 染 性 疾 病

の 発 生 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 に 関 し 、

家 畜 保 健 衛 生 所 か ら 提 供 さ れ る 情 報 に 基

づ き 、 適 切 な 時 期 に 、 ウ イ ン ド ウ レ ス 鶏

舎 や そ の 周 辺 に お い て 粉 じ ん 、 羽 毛 等 を

介 し た 病 原 体 の 家 き ん 舎 へ の 侵 入 を 抑 制

す る 措 置 を 講 ず る こ と 。 （ た だ し 、 当 該

措 置 の 実 施 に よ り 家 き ん の 健 康 を 害 す る

お そ れ が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

） 

６ （ 略 ） 

（ 家 畜 伝 染 病 の 発 生 リ ス ク の 高 ま り に 対 す る

準 備 ） 

７ 家 き ん の 所 有 者 は 、 高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ

ン ザ 及 び 低 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ が 過 去 に

複 数 事 例 発 生 し て い る な ど 家 畜 伝 染 病 の 発 生

及 び ま ん 延 の リ ス ク が 高 い と 考 え ら れ る も の

と し て 農 林 水 産 大 臣 が 指 定 す る 地 域 （ 以 下 こ

の 項 に お い て 「 大 臣 指 定 地 域 」 と い う 。 ） に

お い て 追 加 措 置 を 講 ず る こ と と な る 1
0
及 び

2
1
に つ い て 、 平 時 か ら そ の 取 組 内 容 を 習 熟 し

て お く こ と 。 

８ （ 略 ） 

（ 分 割 管 理 を 導 入 す る 際 の 措 置 ） 

９ 高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 等 の 発 生 時 の 影

響 の 緩 和 を 図 る た め 、 分 割 管 理 に 取 り 組 む 場

合 は 、 家 畜 保 健 衛 生 所 の 確 認 を 受 け 、 指 導 に

従 う こ と 。 

（ 消 毒 等 の 実 施 に 備 え た 措 置 ） 

1
0  大 臣 指 定 地 域 に あ つ て は 、 法 第 三 十 条 の 規

定 に 基 づ く 消 毒 方 法 等 を 実 施 す る 場 合 に 備 え

、 消 毒 薬 の 備 蓄 そ の 他 の 必 要 な 準 備 措 置 を 講

  （ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ （ 略 ） 

 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ （ 略 ） 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

（ 新 設 ） 
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ず る こ と 。 

1
1  法 第 二 十 一 条 の 規 定 に 基 づ く 家 き ん の 死 体

の 埋 却 の 用 に 供 す る 土 地 （ 家 き ん （ 日 齢 が 満

百 五 十 日 以 上 の も の に 限 る 。 ） 百 羽 当 た り 〇

・ 七 平 方 メ ー ト ル を 標 準 と す る 。 ） 又 は 家 き

ん の 死 体 の 焼 却 の 用 に 供 す る 焼 却 施 設 （ 以 下

1
1
に お い て 「 埋 却 地 等 」 と い う 。 ） を 確 保 す

る こ と 。 た だ し 、 埋 却 地 等 の 確 保 が 困 難 な 場

合 に お い て は 、 都 道 府 県 知 事 が 講 ず る 土 地 の

確 保 又 は 焼 却 若 し く は 化 製 の た め の 施 設 若 し

く は 機 械 の 利 用 に 係 る 措 置 に つ い て 都 道 府 県

知 事 が 求 め る 取 組 を 行 う こ と を も つ て 、 埋 却

地 等 の 確 保 に 代 え る こ と が で き る 。 

1
2
・ 1
3  （ 略 ） 

（ 飼 養 す る 家 き ん の 健 康 観 察 ） 

1
4  他 の 農 場 等 か ら 家 き ん を 導 入 す る 場 合 に は

、 導 入 元 の 農 場 等 に お け る 家 き ん の 伝 染 性 疾

病 の 発 生 状 況 及 び 導 入 す る 家 き ん の 健 康 状 態

を 確 認 す る こ と 等 に よ り 健 康 な 家 き ん を 導 入

す る こ と 。 導 入 し た 家 き ん に 家 き ん の 伝 染 性

疾 病 に か か つ て い る 可 能 性 の あ る 異 状 が な い

こ と を 確 認 す る ま で の 間 、 他 の 家 き ん と 直 接

接 触 さ せ な い よ う に す る こ と 。 ま た 、 毎 日 、

飼 養 す る 家 き ん の 健 康 観 察 （ 家 き ん の 健 康 状

態 の 確 認 に 加 え 、 ふ 化 及 び 死 亡 の 状 況 の 確 認

を 含 む 。 ） を 行 う こ と 。 家 き ん を 出 荷 等 に よ

り 農 場 外 へ 移 動 さ せ る 場 合 に は 、 移 動 の 直 前

に 当 該 家 き ん の 健 康 状 態 を 確 認 す る こ と 。 

第 二 衛 生 管 理 区 域 へ の 病 原 体 の 侵 入 防 止 

1
5
～ 1
7  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 専 用 の 衣 服 及 び 靴 の 設 置 並 び

に 使 用 ） 

 

８ 法 第 二 十 一 条 の 規 定 に 基 づ く 家 き ん の 死 体

の 埋 却 の 用 に 供 す る 土 地 （ 家 き ん （ 日 齢 が 満

百 五 十 日 以 上 の も の に 限 る 。 ） 百 羽 当 た り 〇

・ 七 平 方 メ ー ト ル を 標 準 と す る 。 ） 又 は 家 き

ん の 死 体 の 焼 却 の 用 に 供 す る 焼 却 施 設 （ 以 下

８ に お い て 「 埋 却 地 等 」 と い う 。 ） を 確 保 す

る こ と 。 た だ し 、 埋 却 地 等 の 確 保 が 困 難 な 場

合 に お い て は 、 都 道 府 県 知 事 が 講 ず る 土 地 の

確 保 又 は 焼 却 若 し く は 化 製 の た め の 施 設 若 し

く は 機 械 の 利 用 に 係 る 措 置 に つ い て 都 道 府 県

知 事 が 求 め る 取 組 を 行 う こ と を も つ て 、 埋 却

地 等 の 確 保 に 代 え る こ と が で き る 。 

9 ・ 1
0  （ 略 ） 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 二 衛 生 管 理 区 域 へ の 病 原 体 の 侵 入 防 止 

1
1
～ 1
3  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 専 用 の 衣 服 及 び 靴 の 設 置 並 び

に 使 用 ） 



 

-
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8
 -
 

1
8  衛 生 管 理 区 域 専 用 の 衣 服 及 び 靴 （ 衛 生 管 理

区 域 に 立 ち 入 る 際 に 着 用 し て い る 衣 服 の 上 か

ら 着 用 す る 衛 生 的 な 衣 服 及 び 靴 の 上 か ら 着 用

す る 衛 生 的 な ブ ー ツ カ バ ー を 含 む 。 以 下 こ の

項 に お い て 同 じ 。 ） を 設 置 し 、 衛 生 管 理 区 域

に 立 ち 入 る 者 に 対 し 、 こ れ ら を 着 実 に 着 用 さ

せ る こ と （ そ の 者 が 当 該 衛 生 管 理 区 域 専 用 の

衣 服 及 び 靴 を 持 参 し 、 こ れ ら を 着 用 す る 場 合

並 び に そ の 者 が 当 該 衛 生 管 理 区 域 か ら 退 出 す

る ま で の 間 に 、 病 原 体 を 拡 散 さ せ る 可 能 性 が

な い 場 合 を 除 く 。 ） 。 更 衣 に よ る 病 原 体 の 衛

生 管 理 区 域 へ の 侵 入 を 防 ぐ た め 、 着 脱 前 後 の

衣 服 及 び 靴 を す の こ 、 分 離 板 等 で 場 所 を 離 し

て 保 管 し 、 か つ 、 更 衣 の 前 後 に 利 用 す る 経 路

を 一 方 通 行 と す る こ と そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

講 ず る こ と 。 衣 服 又 は 靴 に 排 せ つ 物 、 汚 泥 等

が 付 着 し た 場 合 に は 、 洗 浄 及 び 消 毒 を 行 う こ

と 。 

1
9  （ 略 ） 

（ 他 の 畜 産 関 係 施 設 な ど で 使 用 し た 物 品 な ど

を 衛 生 管 理 区 域 に 持 ち 込 む 際 の 措 置 ） 

2
0  他 の 畜 産 関 係 施 設 等 で 使 用 し 、 若 し く は 使

用 し た お そ れ が あ る 物 品 又 は 過 去 二 月 以 内 に

海 外 で 使 用 し た 衣 服 及 び 靴 は 、 原 則 、 衛 生 管

理 区 域 内 に 持 ち 込 ま な い こ と 。 や む を 得 ず 持

ち 込 む 場 合 に は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必 要 な

措 置 を 講 ず る こ と 。 

 

 

（ 削 る ） 

 

 
1
4  衛 生 管 理 区 域 専 用 の 衣 服 及 び 靴 （ 衛 生 管 理

区 域 に 立 ち 入 る 際 に 着 用 し て い る 衣 服 の 上 か

ら 着 用 す る 衛 生 的 な 衣 服 及 び 靴 の 上 か ら 着 用

す る 衛 生 的 な ブ ー ツ カ バ ー を 含 む 。 以 下 こ の

項 に お い て 同 じ 。 ） を 設 置 し 、 衛 生 管 理 区 域

に 立 ち 入 る 者 に 対 し 、 こ れ ら を 着 実 に 着 用 さ

せ る こ と （ そ の 者 が 当 該 衛 生 管 理 区 域 専 用 の

衣 服 及 び 靴 を 持 参 し 、 こ れ ら を 着 用 す る 場 合

を 除 く 。 ） 。 更 衣 に よ る 病 原 体 の 衛 生 管 理 区

域 へ の 侵 入 を 防 ぐ た め 、 着 脱 前 後 の 衣 服 及 び

靴 を す の こ 、 分 離 板 等 で 場 所 を 離 し て 保 管 し

、 か つ 、 更 衣 の 前 後 に 利 用 す る 経 路 を 一 方 通

行 と す る こ と そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ

と 。 衣 服 又 は 靴 に 排 せ つ 物 、 汚 泥 等 が 付 着 し

た 場 合 に は 、 洗 浄 及 び 消 毒 を 行 う こ と 。 

 

 

 

1
5  （ 略 ） 

（ 他 の 畜 産 関 係 施 設 等 で 使 用 し た 物 品 を 衛 生

管 理 区 域 に 持 ち 込 む 際 の 措 置 ） 

1
6  他 の 畜 産 関 係 施 設 等 で 使 用 し 、 又 は 使 用 し

た お そ れ が あ る 物 品 は 、 原 則 、 衛 生 管 理 区 域

内 に 持 ち 込 ま な い こ と 。 や む を 得 ず 持 ち 込 む

場 合 に は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

講 ず る こ と 。 

 

（ 海 外 で 使 用 し た 衣 服 等 を 衛 生 管 理 区 域 に 持

ち 込 む 際 の 措 置 ）  

1
7  過 去 二 月 以 内 に 海 外 で 使 用 し た 衣 服 及 び 靴

を 衛 生 管 理 区 域 に 持 ち 込 ま な い こ と 。 や む を

得 ず 持 ち 込 む 場 合 に は 、 事 前 に 洗 浄 、 消 毒 そ



 

-
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 -
 

 

 

（ 削 る ） 

 

 

〔 野 生 動 物 に 関 す る 事 項 〕 

（ 農 場 周 辺 の 状 況 把 握 ） 

2
1  大 臣 指 定 地 域 に 所 在 す る 農 場 に お い て は 、

農 場 周 辺 の 野 鳥 の 生 息 等 の 状 況 を 把 握 し 、 農

場 内 に お け る 野 鳥 誘 引 防 止 対 策 を 実 施 す る と

と も に 、 大 臣 指 定 地 域 内 で 講 ず る べ き 野 鳥 誘

引 防 止 対 策 を 検 討 す る こ と 。 

（ 削 る ） 

 

（ 削 る ） 

 

 

 

 

 

 

 

第 三 衛 生 管 理 区 域 内 に お け る 病 原 体 に よ る 汚

染 拡 大 防 止 

2
2
・ 2
3  （ 略 ） 

（ 器 具 の 定 期 的 な 清 掃 又 は 消 毒 等 ） 

2
4  飼 養 管 理 に 使 用 す る 器 具 は 家 き ん 舎 に 持 ち

込 む 際 に 消 毒 す る と と も に 、 清 掃 又 は 消 毒 を

定 期 的 に す る こ と 。 

 

（ 削 る ） 

 

の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。 

（ 飲 用 水 の 給 与 ） 

1
8  飼 養 す る 家 き ん に 水 道 水 等 の 飲 用 に 適 し た

水 以 外 の 水 を 給 与 す る 場 合 に は 、 こ れ を 消 毒

す る こ と 。 

（ 新 設 ） 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

〔 家 き ん に 関 す る 事 項 〕 

（ 家 き ん を 導 入 す る 際 の 健 康 観 察 等 ） 

1
9  他 の 農 場 等 か ら 家 き ん を 導 入 す る 場 合 に は

、 導 入 元 の 農 場 等 に お け る 家 き ん の 伝 染 性 疾

病 の 発 生 状 況 及 び 導 入 す る 家 き ん の 健 康 状 態

を 確 認 す る こ と 等 に よ り 健 康 な 家 き ん を 導 入

す る こ と 。 導 入 し た 家 き ん に 家 き ん の 伝 染 性

疾 病 に か か つ て い る 可 能 性 の あ る 異 状 が な い

こ と を 確 認 す る ま で の 間 、 他 の 家 き ん と 直 接

接 触 さ せ な い よ う に す る こ と 。 

第 三 衛 生 管 理 区 域 内 に お け る 病 原 体 に よ る 汚

染 拡 大 防 止 

2
0
・ 2
1  （ 略 ） 

（ 器 具 の 定 期 的 な 清 掃 又 は 消 毒 等 ） 

2
2  飼 養 管 理 に 使 用 す る 器 具 の 清 掃 又 は 消 毒 を

定 期 的 に す る こ と 。 

 

（ 家 き ん 舎 外 で の 病 原 体 に よ る 汚 染 防 止 ） 

2
3  家 き ん の 飼 養 管 理 に 必 要 の な い 物 品 を 家 き

ん 舎 に 持 ち 込 ま な い こ と 。 
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（ 野 生 動 物 の 侵 入 防 止 の た め の ネ ッ ト 等 の 設

置 、 点 検 及 び 修 繕 ） 

2
5  野 鳥 等 の 野 生 動 物 の 家 き ん 舎 、 飼 料 保 管 庫

、 堆 肥 舎 、 死 体 保 管 庫 、 調 整 池 等 の 農 場 敷 地

内 の 水 場 等 へ の 侵 入 を 防 止 す る こ と が で き る

防 鳥 ネ ッ ト （ 網 目 の 大 き さ が 二 セ ン チ メ ー ト

ル 以 下 の も の 又 は こ れ と 同 等 の 効 果 を 有 す る

と 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ） そ の 他 の 設 備 を

設 置 す る と と も に 、 定 期 的 に 当 該 設 備 並 び に

当 該 設 備 が 設 置 さ れ た 家 き ん 舎 等 の 屋 根 及 び

壁 面 の 破 損 状 況 を 確 認 し 、 破 損 が あ る 場 合 に

は 、 遅 滞 な く そ の 破 損 箇 所 を 修 繕 す る こ と 。 

（ 給 餌 設 備 、 給 水 設 備 等 へ の 病 原 体 に よ る 汚

染 の 防 止 ） 

2
6  家 き ん 舎 の 給 餌 設 備 及 び 給 水 設 備 並 び に 飼

料 の 保 管 場 所 に ね ず み 、 野 鳥 等 の 野 生 動 物 の

排 せ つ 物 等 が 混 入 し な い よ う 必 要 な 措 置 を 講

ず る こ と 。 水 道 水 等 の 飲 用 に 適 し た 水 以 外 の

水 を 家 き ん に 給 与 す る 場 合 に は 、 こ れ を 消 毒

す る こ と 。 

（ ね ず み 及 び 害 虫 の 駆 除 ） 

2
7  ね ず み 及 び は え 等 の 害 虫 の 駆 除 を 行 う た め

に 殺 そ 剤 及 び 殺 虫 剤 の 散 布 、 粘 着 シ ー ト の 設

置 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。 

 

 

（ 衛 生 管 理 区 域 内 の 整 理 整 頓 、 家 き ん 舎 等 施

設 の 清 掃 及 び 消 毒 ） 

2
8  衛 生 管 理 区 域 内 は 、 ね ず み 等 の 野 生 動 物 の

隠 れ ら れ る 場 所 を な く す と と も に 、 病 原 体 が

侵 入 し た 場 合 に 当 該 病 原 体 が 残 存 し な い よ う

、 不 要 な 資 材 等 の 処 分 、 除 草 及 び 資 材 、 機 材

（ 野 生 動 物 の 侵 入 防 止 の た め の ネ ッ ト 等 の 設

置 、 点 検 及 び 修 繕 ） 

2
4  野 鳥 等 の 野 生 動 物 の 家 き ん 舎 、 飼 料 保 管 庫

、 堆 肥 舎 、 死 体 保 管 庫 等 へ の 侵 入 を 防 止 す る

こ と が で き る 防 鳥 ネ ッ ト （ 網 目 の 大 き さ が 二

セ ン チ メ ー ト ル 以 下 の も の 又 は こ れ と 同 等 の

効 果 を 有 す る と 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ） そ

の 他 の 設 備 を 設 置 す る と と も に 、 定 期 的 に 当

該 設 備 の 破 損 状 況 を 確 認 し 、 破 損 が あ る 場 合

に は 、 遅 滞 な く そ の 破 損 箇 所 を 修 繕 す る こ と

。 

 

（ 給 餌 設 備 、 給 水 設 備 等 へ の 野 生 動 物 の 排 せ

つ 物 等 の 混 入 の 防 止 ） 

2
5  家 き ん 舎 の 給 餌 設 備 及 び 給 水 設 備 並 び に 飼

料 の 保 管 場 所 に ね ず み 、 野 鳥 等 の 野 生 動 物 の

排 せ つ 物 等 が 混 入 し な い よ う 必 要 な 措 置 を 講

ず る こ と 。 

 

 

（ ね ず み 及 び 害 虫 の 駆 除 ） 

2
6  ね ず み 及 び は え 等 の 害 虫 の 駆 除 を 行 う た め

に 殺 そ 剤 及 び 殺 虫 剤 の 散 布 、 粘 着 シ ー ト の 設

置 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る と と も に 、 家

き ん 舎 の 屋 根 又 は 壁 面 に 破 損 が あ る 場 合 に は

、 遅 滞 な く そ の 破 損 箇 所 を 修 繕 す る こ と 。 

（ 衛 生 管 理 区 域 内 の 整 理 整 頓 及 び 消 毒 ） 

 

2
7  衛 生 管 理 区 域 内 は 、 ね ず み 等 の 野 生 動 物 の

隠 れ ら れ る 場 所 を な く す と と も に 、 病 原 体 が

侵 入 し た 場 合 に 当 該 病 原 体 が 残 存 し な い よ う

、 不 要 な 資 材 等 の 処 分 、 除 草 及 び 資 材 、 機 材
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等 の 整 理 整 頓 等 並 び に 家 き ん 舎 そ の 他 の 衛 生

管 理 区 域 内 に あ る 施 設 の 清 掃 を 行 つ て 、 敷 地

及 び 家 き ん 舎 等 の 施 設 を 定 期 的 に 消 毒 す る こ

と 。 

 

（ 削 る ） 

 

 
（ 削 る ） 

 

（ 削 る ） 

 

 

第 四 衛 生 管 理 区 域 外 へ の 病 原 体 の 拡 散 防 止 

（ 衛 生 管 理 区 域 か ら 退 出 す る 者 の 手 指 消 毒 等

） 

2
9  衛 生 管 理 区 域 の 出 口 付 近 に 消 毒 設 備 を 設 置

し 、 退 出 す る 者 に 対 し 、 当 該 消 毒 設 備 を 利 用

し て 手 指 の 洗 浄 及 び 消 毒 を さ せ る こ と （ そ の

者 が 当 該 消 毒 設 備 と 同 等 以 上 の 効 果 を 有 す る

消 毒 機 器 を 携 行 し 、 当 該 出 口 付 近 に お い て 当

該 消 毒 機 器 を 利 用 し て 消 毒 を す る 場 合 及 び そ

の 者 に 衛 生 管 理 区 域 専 用 の 手 袋 を 着 用 さ せ 、

当 該 衛 生 管 理 区 域 内 に お い て 病 原 体 に よ る 汚

染 が な い 状 況 で 出 口 に お い て 手 袋 を 外 す 場 合

を 除 く 。 ） 。 

3
0  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 か ら 搬 出 す る 物 品 の 消 毒 等 ） 

3
1  衛 生 管 理 区 域 か ら 家 き ん の 排 せ つ 物 等 が 付

着 し 、 又 は 付 着 し た お そ れ の あ る 物 品 を 持 ち

出 す 場 合 に あ つ て は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必

要 な 措 置 を 講 じ 、 家 き ん の 死 体 又 は 排 せ つ 物

等 の 整 理 整 頓 等 を 行 つ て 、 敷 地 を 定 期 的 に 消

毒 す る こ と 。 

 

 

（ 家 き ん 舎 等 施 設 の 清 掃 及 び 消 毒 ） 

2
8  家 き ん 舎 そ の 他 の 衛 生 管 理 区 域 内 に あ る 施

設 を 飼 養 衛 生 管 理 マ ニ ュ ア ル に 基 づ き 定 期 的

に 清 掃 及 び 消 毒 す る こ と 。 

〔 家 き ん に 関 す る 事 項 〕 

（ 毎 日 の 健 康 観 察 ） 

2
9  毎 日 、 飼 養 す る 家 き ん の 健 康 観 察 （ 家 き ん

の 健 康 状 態 の 確 認 に 加 え 、 ふ 化 及 び 死 亡 の 状

況 の 確 認 を 含 む 。 ） を 行 う こ と 。 

第 四 衛 生 管 理 区 域 外 へ の 病 原 体 の 拡 散 防 止 

（ 衛 生 管 理 区 域 か ら 退 出 す る 者 の 手 指 消 毒 等

） 

3
0  衛 生 管 理 区 域 の 出 口 付 近 に 消 毒 設 備 を 設 置

し 、 退 出 す る 者 に 対 し 、 当 該 消 毒 設 備 を 利 用

し て 手 指 の 洗 浄 及 び 消 毒 を さ せ る こ と （ そ の

者 が 当 該 消 毒 設 備 と 同 等 以 上 の 効 果 を 有 す る

消 毒 機 器 を 携 行 し 、 当 該 出 口 付 近 に お い て 当

該 消 毒 機 器 を 利 用 し て 消 毒 を す る 場 合 を 除 く

。 ） 。 

 

 

 

3
1  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 か ら 搬 出 す る 物 品 の 消 毒 等 ） 

3
2  家 き ん の 排 せ つ 物 等 が 付 着 し 、 又 は 付 着 し

た お そ れ の あ る 物 品 を 衛 生 管 理 区 域 か ら 持 ち

出 す 場 合 に は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必 要 な 措

置 を 講 ず る こ と 。 
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を 持 ち 出 す 場 合 に あ つ て は 、 漏 出 が 生 じ な い

よ う に す る こ と 。 

 

（ 削 る ） 

 

 

 

 
3
2
・ 3
3  （ 略 ） 

  
  

四 馬 第 一 家 畜 防 疫 に 関 す る 基 本 的 事 項 

１ （ 略 ） 

（ 家 畜 防 疫 に 関 す る 最 新 情 報 の 把 握 及 び 衛 生

管 理 の 実 践 ） 

２ 飼 養 す る 馬 が 感 染 す る 伝 染 性 疾 病 の 発 生 の

予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 に 関 し 、 家 畜 保 健 衛 生

所 か ら 提 供 さ れ る 情 報 を 必 ず 確 認 す る こ と 。

家 畜 保 健 衛 生 所 等 が 開 催 す る 家 畜 衛 生 に 関 す

る 講 習 会 へ の 参 加 、 農 林 水 産 省 の ウ ェ ブ サ イ

ト の 閲 覧 等 を 通 じ て 、 家 畜 防 疫 に 関 す る 情 報

を 積 極 的 に 把 握 す る こ と 。 こ れ ら の 情 報 を 踏

ま え 、 自 ら の 農 場 の 防 疫 体 制 及 び 飼 養 衛 生 管

理 状 況 を 定 期 的 に 点 検 し 、 改 善 を 図 る こ と 。

家 畜 保 健 衛 生 所 が 行 う 検 査 を 受 け 、 指 導 に 従

う こ と 。 

 

 

 

（ 飼 養 衛 生 管 理 マ ニ ュ ア ル の 作 成 及 び 従 事 者

等 へ の 周 知 徹 底 ） 

３ 次 に 掲 げ る 事 項 を 規 定 す る マ ニ ュ ア ル を 作

成 す る こ と 。 マ ニ ュ ア ル の 作 成 に 当 た つ て は

 

 

（ 家 き ん の 出 荷 又 は 移 動 時 の 健 康 観 察 ） 

3
3  家 き ん を 出 荷 等 に よ り 農 場 外 へ 移 動 さ せ る

場 合 に は 、 移 動 の 直 前 に 当 該 家 き ん の 健 康 状

態 を 確 認 す る こ と 。 ま た 、 家 き ん の 死 体 又 は

排 せ つ 物 を 移 動 さ せ る 場 合 に は 、 漏 出 が 生 じ

な い よ う に す る こ と 。 

3
4
・ 3
5  （ 略 ） 

  
  

四 馬 第 一 家 畜 防 疫 に 関 す る 基 本 的 事 項 

１ （ 略 ） 

（ 家 畜 防 疫 に 関 す る 最 新 情 報 の 把 握 及 び 衛 生

管 理 の 実 践 ） 

２ 飼 養 す る 馬 が 感 染 す る 伝 染 性 疾 病 の 発 生 の

予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 に 関 し 、 家 畜 保 健 衛 生

所 か ら 提 供 さ れ る 情 報 を 必 ず 確 認 す る こ と 。

家 畜 保 健 衛 生 所 等 が 開 催 す る 家 畜 衛 生 に 関 す

る 講 習 会 へ の 参 加 、 農 林 水 産 省 の ウ ェ ブ サ イ

ト の 閲 覧 等 を 通 じ て 、 家 畜 防 疫 に 関 す る 情 報

を 積 極 的 に 把 握 す る こ と 。 こ れ ら の 情 報 を 踏

ま え 、 自 ら の 農 場 の 防 疫 体 制 及 び 飼 養 衛 生 管

理 状 況 を 定 期 的 に 点 検 し 、 改 善 を 図 る こ と 。

ま た 、 農 場 の 最 新 の 防 疫 体 制 が 確 認 で き る よ

う 、 消 毒 設 備 等 の 衛 生 対 策 設 備 の 設 置 箇 所 を

明 示 し た 農 場 の 平 面 図 を 作 成 し 、 備 え て お く

こ と 。 家 畜 保 健 衛 生 所 が 行 う 検 査 を 受 け 、 指

導 に 従 う こ と 。 

（ 飼 養 衛 生 管 理 マ ニ ュ ア ル の 作 成 及 び 従 事 者

等 へ の 周 知 徹 底 ） 

３ 次 に 掲 げ る 事 項 を 規 定 す る マ ニ ュ ア ル を 作

成 す る こ と 。 マ ニ ュ ア ル の 作 成 に 当 た つ て は
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、 獣 医 師 等 の 専 門 家 の 意 見 を 反 映 さ せ る こ と

。 従 事 者 及 び 外 部 事 業 者 が 当 該 マ ニ ュ ア ル を

遵 守 す る よ う 、 当 該 マ ニ ュ ア ル を 印 字 し た 冊

子 の 配 布 、 看 板 の 設 置 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

講 ず る こ と 。 馬 の 伝 染 性 疾 病 の 発 生 の 予 防 及

び ま ん 延 の 防 止 に 関 す る 情 報 を 従 事 者 及 び 外

部 事 業 者 に 周 知 徹 底 す る こ と 。 

⑴ ～ ⑶ （ 略 ） 
⑷ 衛 生 管 理 区 域 及 び そ の 出 入 口 並 び に 消 毒

設 備 等 の 衛 生 対 策 設 備 の 設 置 箇 所 を 明 示 し

た 農 場 の 平 面 図 

⑸ ～ ⑼ （ 略 ） 

（ 記 録 の 作 成 及 び 保 管 ） 

４ 次 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 記 録 を 作 成 し 、 少

な く と も 一 年 間 保 存 す る こ と 。 

⑴ ・ ⑵ （ 略 ） 

⑶ 導 入 、 出 荷 又 は 移 動 を 行 つ た 馬 の 種 類 、

頭 数 及 び 健 康 状 態 、 導 入 元 又 は 出 荷 若 し く

は 移 動 先 の 農 場 等 の 名 称 並 び に 導 入 、 出 荷

又 は 移 動 の 年 月 日 

（ 削 る ） 

 

 

⑷ ・ ⑸ （ 略 ） 

５ ・ ６ （ 略 ） 

〔 馬 に 関 す る 事 項 〕 

（ 飼 養 す る 馬 の 健 康 観 察 ） 

７ 他 の 農 場 等 か ら 馬 を 導 入 す る 場 合 に は 、 導

入 元 の 農 場 等 に お け る 馬 の 伝 染 性 疾 病 の 発 生

状 況 及 び 導 入 す る 馬 の 健 康 状 態 を 確 認 す る こ

と 等 に よ り 健 康 な 馬 を 導 入 す る こ と 。 導 入 し

た 馬 に 馬 の 伝 染 性 疾 病 に か か つ て い る 可 能 性

、 獣 医 師 等 の 専 門 家 の 意 見 を 反 映 さ せ る こ と

。 従 事 者 及 び 外 部 事 業 者 が 当 該 マ ニ ュ ア ル を

遵 守 す る よ う 、 当 該 マ ニ ュ ア ル を 印 字 し た 冊

子 の 配 布 、 看 板 の 設 置 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

講 ず る こ と 。 馬 の 伝 染 性 疾 病 の 発 生 の 予 防 及

び ま ん 延 の 防 止 に 関 す る 情 報 を 従 事 者 及 び 外

部 事 業 者 に 周 知 徹 底 す る こ と 。 

⑴ ～ ⑶ （ 略 ） 

（ 新 設 ） 

 

 

⑷ ～ ⑻ （ 略 ） 

（ 記 録 の 作 成 及 び 保 管 ） 

４ 次 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 記 録 を 作 成 し 、 少

な く と も 一 年 間 保 存 す る こ と 。 

⑴ ・ ⑵ （ 略 ） 

⑶ 導 入 し た 馬 の 種 類 、 頭 数 及 び 健 康 状 態 、

導 入 元 の 農 場 等 の 名 称 並 び に 導 入 の 年 月 日 

 

 

⑷ 出 荷 又 は 移 動 を 行 つ た 馬 の 種 類 、 頭 数 及

び 健 康 状 態 、 出 荷 又 は 移 動 先 の 農 場 等 の 名

称 並 び に 出 荷 又 は 移 動 の 年 月 日 

⑸ ・ ⑹ （ 略 ） 

５ ・ ６ （ 略 ） 

（ 新 設 ） 

 

（ 新 設 ） 
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の あ る 異 状 が な い こ と を 確 認 す る ま で の 間 、

他 の 馬 と 直 接 接 触 さ せ な い よ う に す る こ と 。

ま た 、 毎 日 、 飼 養 す る 馬 の 健 康 観 察 （ 馬 の 健

康 状 態 の 確 認 に 加 え 、 出 生 及 び 死 亡 の 状 況 の

確 認 を 含 む 。 ） を 行 う と と も に 、 馬 を 出 荷 等

に よ り 農 場 外 へ 移 動 さ せ る 場 合 に は 、 移 動 の

直 前 に 当 該 馬 の 健 康 状 態 を 確 認 す る こ と 。 

第 二 衛 生 管 理 区 域 へ の 病 原 体 の 侵 入 防 止 
８ ～ 1
1  （ 略 ） 

（ 他 の 畜 産 関 係 施 設 等 で 使 用 し た 物 品 等 を 衛

生 管 理 区 域 に 持 ち 込 む 際 の 措 置 ） 

1
2  他 の 畜 産 関 係 施 設 等 で 使 用 し 、 又 は 使 用 し

た お そ れ が あ る 物 品 及 び 過 去 二 月 以 内 に 海 外

で 使 用 し た 衣 服 及 び 靴 は 、 原 則 、 衛 生 管 理 区

域 内 に 持 ち 込 ま な い こ と 。 や む を 得 ず 持 ち 込

む 場 合 に は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必 要 な 措 置

を 講 ず る こ と 。 

 

 

（ 削 る ） 

 

 

 

 

（ 削 る ） 

 

 

（ 削 る ） 

 

（ 削 る ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 二 衛 生 管 理 区 域 へ の 病 原 体 の 侵 入 防 止 

７ ～ 1
0  （ 略 ） 

（ 他 の 馬 の 飼 養 施 設 等 で 使 用 し た 物 品 を 衛 生

管 理 区 域 に 持 ち 込 む 際 の 措 置 ） 

1
1  他 の 馬 の 飼 養 施 設 等 で 使 用 し 、 又 は 使 用 し

た お そ れ が あ る 物 品 は 、 原 則 、 衛 生 管 理 区 域

内 に 持 ち 込 ま な い こ と 。 や む を 得 ず 持 ち 込 む

場 合 に は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

講 ず る こ と 。 

 

（ 海 外 で 使 用 し た 衣 服 等 を 衛 生 管 理 区 域 に 持

ち 込 む 際 の 措 置 ）  

1
2  過 去 二 月 以 内 に 海 外 で 使 用 し た 衣 服 及 び 靴

を 衛 生 管 理 区 域 に 持 ち 込 ま な い こ と 。 や む を

得 ず 持 ち 込 む 場 合 に は 、 事 前 に 洗 浄 、 消 毒 そ

の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。 

（ 飲 用 水 の 給 与 ） 

1
3  飼 養 す る 馬 に 水 道 水 等 の 飲 用 に 適 し た 水 以

外 の 水 を 給 与 す る 場 合 に は 、 こ れ を 消 毒 す る

こ と 。 

〔 馬 に 関 す る 事 項 〕 

（ 馬 を 導 入 す る 際 の 健 康 観 察 等 ） 

1
4  他 の 農 場 等 か ら 馬 を 導 入 す る 場 合 に は 、 導

入 元 の 農 場 等 に お け る 馬 の 伝 染 性 疾 病 の 発 生

状 況 及 び 導 入 す る 馬 の 健 康 状 態 を 確 認 す る こ
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第 三 衛 生 管 理 区 域 内 に お け る 病 原 体 に よ る 汚

染 拡 大 防 止 

1
3
・ 1
4  （ 略 ） 

（ 器 具 の 定 期 的 な 清 掃 又 は 消 毒 等 ） 
1
5  飼 養 管 理 に 使 用 す る 器 具 は 厩 舎 に 持 ち 込 む

際 に 消 毒 す る と と も に 、 清 掃 又 は 消 毒 を 定 期

的 に す る こ と 。 注 射 針 、 繁 殖 検 査 用 器 具 そ の

他 の 体 液 が 付 着 す る 物 品 を 使 用 す る 際 は 一 頭

ご と に 交 換 又 は 消 毒 を す る こ と 。 

 

（ 削 る ） 

 

1
6  （ 略 ） 

（ 給 餌 設 備 、 給 水 設 備 等 の 病 原 体 に よ る 汚 染

の 防 止 ） 

1
7  厩 舎 の 給 餌 設 備 及 び 給 水 設 備 並 び に 飼 料 の

保 管 場 所 に ね ず み 、 野 鳥 等 の 野 生 動 物 の 排 せ

つ 物 等 が 混 入 し な い よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る

こ と 。 水 道 水 等 の 飲 用 に 適 し た 水 以 外 の 水 を

馬 に 給 与 す る 場 合 に は 、 こ れ を 消 毒 す る こ と

。 

（ 衛 生 管 理 区 域 内 の 整 理 整 頓 、 厩 舎 等 施 設 の

清 掃 及 び 消 毒 ） 

1
8  衛 生 管 理 区 域 内 は 、 ね ず み 等 の 野 生 動 物 の

隠 れ ら れ る 場 所 を な く す と と も に 、 病 原 体 が

侵 入 し た 場 合 に 当 該 病 原 体 が 残 存 し な い よ う

、 不 要 な 資 材 等 の 処 分 、 除 草 及 び 資 材 、 機 材

等 の 整 理 整 頓 等 並 び に 厩 舎 そ の 他 の 衛 生 管 理

と 等 に よ り 健 康 な 馬 を 導 入 す る こ と 。 導 入 し

た 馬 に 馬 の 伝 染 性 疾 病 に か か つ て い る 可 能 性

の あ る 異 状 が な い こ と を 確 認 す る ま で の 間 、

他 の 馬 と 直 接 接 触 さ せ な い よ う に す る こ と 。 

第 三 衛 生 管 理 区 域 内 に お け る 病 原 体 に よ る 汚

染 拡 大 防 止 

1
5
・ 1
6  （ 略 ） 

（ 器 具 の 定 期 的 な 清 掃 又 は 消 毒 等 ） 

1
7  飼 養 管 理 に 使 用 す る 器 具 の 清 掃 又 は 消 毒 を

定 期 的 に す る こ と 。 注 射 針 、 繁 殖 検 査 用 器 具

そ の 他 の 体 液 が 付 着 す る 物 品 を 使 用 す る 際 は

一 頭 ご と に 交 換 又 は 消 毒 を す る こ と 。 

 

（ 厩 舎 外 で の 病 原 体 に よ る 汚 染 防 止 ） 

1
8  馬 の 飼 養 管 理 に 必 要 の な い 物 品 を 厩 舎 に 持

ち 込 ま な い こ と 。 

1
9  （ 略 ） 

（ 給 餌 設 備 、 給 水 設 備 等 へ の 野 生 動 物 の 排 せ

つ 物 等 の 混 入 の 防 止 ） 

2
0  厩 舎 の 給 餌 設 備 及 び 給 水 設 備 並 び に 飼 料 の

保 管 場 所 に ね ず み 、 野 鳥 等 の 野 生 動 物 の 排 せ

つ 物 等 が 混 入 し な い よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る

こ と 。 

 

 

（ 衛 生 管 理 区 域 内 の 整 理 整 頓 及 び 消 毒 ） 

 

2
1  衛 生 管 理 区 域 内 は 、 ね ず み 等 の 野 生 動 物 の

隠 れ ら れ る 場 所 を な く す と と も に 、 病 原 体 が

侵 入 し た 場 合 に 当 該 病 原 体 が 残 存 し な い よ う

、 不 要 な 資 材 等 の 処 分 、 除 草 及 び 資 材 、 機 材

等 の 整 理 整 頓 等 を 行 つ て 、 敷 地 を 定 期 的 に 消
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区 域 内 に あ る 施 設 の 清 掃 を 行 つ て 、 敷 地 及 び

厩 舎 等 の 施 設 を 定 期 的 に 消 毒 す る こ と 。 

 

（ 削 る ） 

 

 

（ 削 る ） 

 
（ 削 る ） 

 

 

第 四 衛 生 管 理 区 域 外 へ の 病 原 体 の 拡 散 防 止 

1
9
・ 2
0  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 か ら 搬 出 す る 物 品 の 消 毒 等 ） 

2
1  衛 生 管 理 区 域 か ら 馬 の 排 せ つ 物 等 が 付 着 し

、 又 は 付 着 し た お そ れ の あ る 物 品 を 持 ち 出 す

場 合 に は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

講 じ 、 馬 の 死 体 又 は 排 せ つ 物 を 持 ち 出 す 場 合

に あ つ て は 、 漏 出 が 生 じ な い よ う に す る こ と

。 

 

（ 削 る ） 

 

 

 

 

2
2  （ 略 ） 

  
  

五 非 商 用 家 畜 第 一 家 畜 防 疫 に 関 す る 基 本 的 事 項 

（ 飼 養 す る 家 畜 の 健 康 観 察 ） 

１ 他 の 農 場 等 か ら 家 畜 を 導 入 す る 場 合 に は 、

導 入 元 の 農 場 等 に お け る 家 畜 の 伝 染 性 疾 病 の

毒 す る こ と 。 

 

（ 厩 舎 等 施 設 の 清 掃 及 び 消 毒 ） 

2
2  厩 舎 そ の 他 の 衛 生 管 理 区 域 内 に あ る 施 設 を

飼 養 衛 生 管 理 マ ニ ュ ア ル に 基 づ き 定 期 的 に 清

掃 及 び 消 毒 す る こ と 。 

〔 馬 に 関 す る 事 項 〕 

（ 毎 日 の 健 康 観 察 ） 

2
3  毎 日 、 飼 養 す る 馬 の 健 康 観 察 （ 馬 の 健 康 状

態 の 確 認 に 加 え 、 出 生 及 び 死 亡 の 状 況 の 確 認

を 含 む 。 ） を 行 う こ と 。 

第 四 衛 生 管 理 区 域 外 へ の 病 原 体 の 拡 散 防 止 

2
4
・ 2
5  （ 略 ） 

（ 衛 生 管 理 区 域 か ら 搬 出 す る 物 品 の 消 毒 等 ） 

2
6  馬 の 排 せ つ 物 等 が 付 着 し 、 又 は 付 着 し た お

そ れ の あ る 物 品 を 衛 生 管 理 区 域 か ら 持 ち 出 す

場 合 に は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を

講 ず る こ と 。 

 

 

（ 馬 の 出 荷 又 は 移 動 時 の 健 康 観 察 ） 

2
7  馬 を 出 荷 等 に よ り 農 場 外 へ 移 動 さ せ る 場 合

に は 、 移 動 の 直 前 に 当 該 馬 の 健 康 状 態 を 確 認

す る こ と 。 ま た 、 馬 の 死 体 又 は 排 せ つ 物 を 移

動 さ せ る 場 合 に は 、 漏 出 が 生 じ な い よ う に す

る こ と 。 

2
8  （ 略 ） 

  
  

（ 新 設 ）  （ 新 設 ）  
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発 生 状 況 及 び 導 入 す る 家 畜 の 健 康 状 態 を 確 認

す る こ と 等 に よ り 健 康 な 家 畜 を 導 入 す る こ と

。 導 入 し た 家 畜 に 家 畜 の 伝 染 性 疾 病 に か か つ

て い る 可 能 性 の あ る 異 状 が な い こ と を 確 認 す

る ま で の 間 、 他 の 家 畜 と 直 接 接 触 さ せ な い よ

う に す る こ と 。 ま た 、 毎 日 、 飼 養 す る 家 畜 の

健 康 観 察 （ 家 畜 の 健 康 状 態 の 確 認 に 加 え 、 出

生 及 び 死 亡 の 状 況 の 確 認 を 含 む 。 ） を 行 う こ

と 。 家 畜 を 衛 生 管 理 区 域 又 は 専 ら 住 居 の 用 に

供 す る 畜 舎 等 の 敷 地 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「

衛 生 管 理 区 域 等 」 と い う 。 ） 外 へ 移 動 さ せ る

場 合 は 、 家 畜 に 付 着 し た 排 せ つ 物 等 の 汚 れ を

取 り 除 く と と も に 、 移 動 の 直 前 に 当 該 家 畜 の

健 康 状 態 を 確 認 す る こ と 。 

（ 獣 医 師 等 の 健 康 管 理 指 導 ） 

２ 農 場 ご と に 、 担 当 の 獣 医 師 又 は 診 療 施 設 （

家 畜 保 健 衛 生 所 と 緊 密 に 連 絡 を 行 つ て い る 者

又 は 施 設 に 限 る 。 ） を 定 め 、 定 期 的 に 当 該 獣

医 師 又 は 診 療 施 設 か ら 当 該 農 場 に お い て 飼 養

す る 家 畜 の 健 康 管 理 に つ い て 指 導 を 受 け る こ

と 。 

（ 密 飼 い の 防 止 ） 

３ 家 畜 の 健 康 に 悪 影 響 を 及 ぼ す よ う な 過 密 な

状 態 で 家 畜 を 飼 養 し な い こ と 。 

第 二 衛 生 管 理 区 域 等 へ の 病 原 体 の 侵 入 防 止 

（ 衛 生 管 理 区 域 に 立 ち 入 る 者 の 手 指 消 毒 等 ） 

４ 衛 生 管 理 区 域 を 設 定 し 、 入 口 付 近 に 消 毒 設

備 を 設 置 し 、 立 ち 入 る 者 に 対 し 、 当 該 消 毒 設

備 を 利 用 し て 手 指 の 洗 浄 及 び 消 毒 を さ せ る こ

と （ そ の 者 が 当 該 消 毒 設 備 と 同 等 以 上 の 効 果

を 有 す る 消 毒 機 器 を 携 行 し 、 当 該 入 口 付 近 に

お い て 当 該 消 毒 機 器 を 利 用 し て 消 毒 を す る 場
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合 及 び そ の 者 に 衛 生 管 理 区 域 専 用 の 手 袋 を 着

用 さ せ る 場 合 を 除 く 。 ） 。 

（ 衛 生 管 理 区 域 専 用 の 衣 服 及 び 靴 の 設 置 並 び

に 使 用 ） 

５ 衛 生 管 理 区 域 専 用 の 衣 服 及 び 靴 （ 衛 生 管 理

区 域 に 立 ち 入 る 際 に 着 用 し て い る 衣 服 の 上 か

ら 着 用 す る 衛 生 的 な 衣 服 及 び 靴 の 上 か ら 着 用

す る 衛 生 的 な ブ ー ツ カ バ ー を 含 む 。 以 下 こ の

項 に お い て 同 じ 。 ） を 設 置 し 、 衛 生 管 理 区 域

に 立 ち 入 る 者 に 対 し 、 こ れ ら を 着 実 に 着 用 さ

せ る こ と （ そ の 者 が 当 該 衛 生 管 理 区 域 専 用 の

衣 服 及 び 靴 を 持 参 し 、 こ れ ら を 着 用 す る 場 合

並 び に そ の 者 が 当 該 衛 生 管 理 区 域 に 退 出 す る

ま で の 間 に 、 病 原 体 を 拡 散 さ せ る 可 能 性 が な

い 場 合 を 除 く 。 ） 。 更 衣 に よ る 病 原 体 の 衛 生

管 理 区 域 へ の 侵 入 を 防 ぐ た め 、 着 脱 前 後 の 衣

服 及 び 靴 を す の こ 、 分 離 板 等 で 場 所 を 離 し て

保 管 し 、 か つ 、 更 衣 の 前 後 に 利 用 す る 経 路 を

一 方 通 行 と す る こ と そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講

ず る こ と 。 衣 服 又 は 靴 に 排 せ つ 物 、 汚 泥 等 が

付 着 し た 場 合 に は 、 洗 浄 及 び 消 毒 を 行 う こ と

。 

（ 他 の 農 場 等 に 持 ち 込 ん だ 物 品 等 を 衛 生 管 理

区 域 等 に 持 ち 込 む 際 の 措 置 ） 

６ 他 の 農 場 等 で 使 用 し 、 又 は 使 用 し た お そ れ

の あ る 物 品 は 、 原 則 、 衛 生 管 理 区 域 等 内 に 持

ち 込 ま な い こ と 。 や む を 得 ず 持 ち 込 む 場 合 に

は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る

こ と 。 衛 生 管 理 区 域 内 に 車 両 が 立 ち 入 る 場 合

に あ つ て は 、 衛 生 管 理 区 域 の 入 口 付 近 に 消 毒

設 備 を 設 置 し 、 車 両 を 入 れ る 者 に 対 し 、 当 該

消 毒 設 備 を 利 用 し て 当 該 車 両 の 消 毒 を さ せ る
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こ と （ そ の 者 が 当 該 消 毒 設 備 と 同 等 以 上 の 効

果 を 有 す る 消 毒 機 器 を 携 行 し 、 当 該 入 口 付 近

に お い て 当 該 消 毒 機 器 を 利 用 し て 消 毒 を す る

場 合 を 除 く 。 ） 。 衛 生 管 理 区 域 に 車 両 を 入 れ

る 者 に 対 し 、 当 該 農 場 専 用 の フ ロ ア マ ッ ト の

使 用 そ の 他 の 方 法 に よ り 、 車 内 に お け る 交 差

汚 染 を 防 止 す る た め の 措 置 を 講 じ さ せ る こ と

（ そ の 者 が 衛 生 管 理 区 域 内 で 降 車 し な い 場 合

を 除 く 。 ） 。 
第 三 衛 生 管 理 区 域 等 内 に お け る 病 原 体 に よ る

汚 染 拡 大 防 止 

（ 畜 舎 及 び 器 具 の 清 掃 又 は 消 毒 の 実 施 ） 

７ 畜 舎 及 び 器 具 の 清 掃 又 は 消 毒 を 定 期 的 に 行

う こ と 。 

（ 野 生 動 物 の 侵 入 防 止 及 び 害 虫 の 駆 除 ） 

８ 畜 舎 に 野 生 動 物 が 侵 入 し な い よ う 、 開 口 部

に 防 鳥 ネ ッ ト そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と

。 は え 、 蚊 等 の 害 虫 の 侵 入 防 止 に 努 め 、 必 要 に

応 じ て 駆 除 す る こ と 。 

（ 飼 料 ・ 飲 水 の 病 原 体 に よ る 汚 染 の 防 止 ） 

９ 畜 舎 の 給 餌 設 備 及 び 給 水 設 備 並 び に 飼 料 の

保 管 場 所 に ね ず み 、 野 鳥 等 の 野 生 動 物 の 排 せ

つ 物 等 が 混 入 し な い よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る

こ と 。 水 道 水 等 の 飲 用 に 適 し た 水 以 外 の 水 を

家 畜 に 給 与 す る 場 合 に は 、 こ れ を 消 毒 す る こ

と 。 

 

第 四 衛 生 管 理 区 域 等 外 へ の 病 原 体 の 拡 散 防 止 

（ 衛 生 管 理 区 域 等 か ら 搬 出 す る 物 品 の 消 毒 等

） 

1
0  衛 生 管 理 区 域 等 か ら 家 畜 の 排 せ つ 物 等 が 付

着 し 、 又 は 付 着 し た お そ れ の あ る 物 品 を 持 ち
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出 す 場 合 に あ つ て は 、 洗 浄 、 消 毒 そ の 他 の 必

要 な 措 置 を 講 じ 、 家 畜 の 死 体 又 は 排 せ つ 物 を

持 ち 出 す 場 合 に あ つ て は 、 漏 出 が 生 じ な い よ

う に す る こ と 。 

（ 家 畜 防 疫 に 関 す る 最 新 情 報 の 把 握 並 び に 特

定 症 状 が 確 認 さ れ た 場 合 の 早 期 通 報 及 び 移 動

の 停 止 ） 

1
1  家 畜 保 健 衛 生 所 か ら 提 供 さ れ る 情 報 、 農 林

水 産 省 の ウ ェ ブ サ イ ト の 閲 覧 等 を 通 じ て 、 飼 養

す る 家 畜 の 伝 染 性 疾 病 に 関 す る 最 新 の 情 報 を 積

極 的 に 把 握 す る こ と 。 飼 養 す る 家 畜 が 特 定 症 状

を 呈 し て い る こ と を 発 見 し た と き は 、 直 ち に 家

畜 保 健 衛 生 所 に 通 報 す る と と も に 、 農 場 か ら 家

畜 及 び そ の 死 体 並 び に 排 せ つ 物 の 移 動 を 行 わ な

い こ と 。 
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附 則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１ こ の 省 令 は 、 令 和 七 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日

か ら 施 行 す る 。 

一 次 項 の 規 定  公 布 の 日  

二 別 表 第 二 の 三 の 項 の 改 正 規 定 中 1
0

及 び 2
1

に 係 る 部 分 令 和 八 年 一 月 一 日  

三  第 四 十 三 条 、 第 四 十 五 条 、 第 四 十 七 条 の 二 及 び 第 五 十 条 の 改 正 規 定 、 別 表 第 二 の 三 の 項 の 改 正 規 定 中

５ （ ３ ） ③ に 係 る 部 分 並 び に 同 表 第 二 の 四 の 項 の 次 に 五 の 項 を 加 え る 改 正 規 定 令 和 八 年 十 月 一 日  

 （ 経 過 措 置 ）  

２ こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 家 畜 伝 染 病 予 防 法 施 行 規 則 （ 次 項 に お い て 「 新 規 則 」 と い う 。 ） 第 四 十 七 条 の

二 第 二 号 に 掲 げ る 動 物 （ エ ミ ュ ー に 限 る 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） を 輸 入 し よ う と す る 者 は 、 こ の 省 令 の 施

行 前 に お い て も 、 家 畜 伝 染 病 予 防 法 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 の 例 に よ り 、 動 物 検 疫 所 に 届 け 出 る こ と

が で き る 。 
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３ 新 規 則 第 四 十 七 条 の 二 第 二 号 に 掲 げ る 動 物 に つ い て の 家 畜 伝 染 病 予 防 法 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に

よ る 届 出 は 、 そ の 動 物 を 積 載 し た 船 舶 又 は 航 空 機 が 令 和 八 年 十 一 月 九 日 ま で の 間 に 新 規 則 第 四 十 七 条 に 規

定 す る 港 又 は 飛 行 場 に 入 港 し 、 又 は 着 陸 す る こ と と な っ て い る と き は 、 新 規 則 第 四 十 七 条 の 三 の 規 定 に か

か わ ら ず 、 こ の 省 令 の 施 行 後 遅 滞 な く 、 新 規 則 別 記 様 式 第 二 十 一 号 の 三 に よ る 書 面 に よ り し な け れ ば な ら

な い 。 

 


